
高松市子どもの貧困対策推進計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）推進状況

事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額

1 Ⅰ 1 (1) 少人数学級推進事業

小学校高学年を対象とし、より安定
した学校生活の推進を図るため、本
市独自の教員採用による少人数学級
編制を行い、個に応じた分かる授業
を展開し、確かな学力を育む。

市単独
少人数学級非常勤講師を８名雇用
・小学校８校

25,523千円
少人数学級非常勤講師を８名雇
用
・小学校８校に配置

19,588千円 5
予定数の８校に非常勤講師を配
置することができた。きめ細か
な指導に大いに貢献した。

少人数学級非常勤講師を８名雇用
・小学校８校

26,445千円 学校教育課

2 Ⅰ 1 (1) 市費講師配置事業

小・中学校のうち、合併協議に基づ
く対象校、へき地教育対象校、生徒
指導困難校に、教育の充実に資する
ため市費講師を配置する。

市単独

市費講師９名雇用
小学校　４校　５名
　　　　20,794千円
中学校　３校　４名
　　　　13,558千円

34,352千円

市費講師９名雇用
小学校　４校　５名
　　　20,276千円
中学校　３校　４名
　　　13,365千円

33,641千円 5
市費講師の配置により各校の学
習指導や生徒指導を充実させる
ことができた。

市費講師９名雇用
小学校　４校　５名
　21,007千円
中学校　３校　４名
　13,604千円

34,611千円 学校教育課

3 Ⅰ 1 (1)
個別補充学習「マイ・スタ
ディ」

児童生徒一人一人の理解や習熟の程
度に応じた指導を充実し、個別の補
充教育の時間である「マイ・スタ
ディ」を、放課後の時間帯等を活用
して、週行事予定に位置付けるな
ど、定期的に実施する。

市単独

児童生徒一人一人の理解や習熟の程度に応
じた指導を充実し、個別の補充教育の時間
である「マイ・スタディ」を、放課後の時
間帯等を活用して、週行事予定に位置付け
るなど、定期的に実施する。

0千円
小学校　４７校
中学校　２３校

0千円 5
学校訪問、要請訪問等で直接で
きた。また、校長面談で実施状
況をうかがうことができた。

児童生徒一人一人の理解や習熟の程度に応じ
た指導を充実し、個別の補充教育の時間であ
る「マイ・スタディ」を、放課後の時間帯等
を活用して、週行事予定に位置付けるなど、
定期的に実施する。

0千円 学校教育課

4 Ⅰ 1 (1)
ハートアドバイザー配置事
業

元教員やＰＴＡ活動及び児童生徒の
健全育成に関わってきた人材を小学
校に配置し、学習支援、生活支援、
教育相談等に当たり、暴力行為など
の問題行動等の未然防止と解消を図
る。

県補助
ハートアドバイザー４０名雇用小学校４０
校

42,841千円
ハートアドバイザー４０名雇用
小学校４０校

41,543千円 5
児童の不登校、いじめ、暴力行
為の未然防止や早期発見、的確
な対応を図ることができた。

ハートアドバイザー４０名雇用小学校４０校 41,997千円 学校教育課

5 Ⅰ 1 (1)
特別支援教育サポーター配
置事業

小・中学校に、多様な経歴を有する
社会人を教員補助として受け入れ、
発達障がい等のある児童生徒の学習
を支援する。
発達障がいの児童生徒への自立支援
に必要な知識の取得や技能の向上を
図るため、ソーシャルスキルトレー
ニング研修を行う。

市単独
特別支援教育サポーター４４名雇用　小学
校２９校　中学校１５校

47,094千円
特別支援教育サポーター４４名
雇用　小学校２９校　中学校１
５校

43,838千円 5
各配置校の状況に応じて児童生
徒に対して適切な支援を行うこ
とができた。

特別支援教育サポーター４４名雇用　小学校
２８校　中学校１６校

46,193千円 学校教育課

6 Ⅰ 1 (1)
特別支援教育支援員配置事
業

小・中学校において、様々な障がい
のある児童生徒に対し、学校生活上
の介助や学習活動上の支援などを行
う特別支援教育支援員を配置する。

市単独
特別支援教育支援員６５名雇用　小学校４
２校　中学校２１校

69,564千円
特別支援教育支援員６５名雇用
小学校４２校　中学校２１校

66,592千円 5
各配置校の状況に応じて児童生
徒に対して適切な支援を行うこ
とができた。

特別支援教育支援員６５名雇用　小学校４１
校　中学校２０校

68,177千円 学校教育課

7 Ⅰ 1 (1) 英語教育推進事業

各学校への外国語指導助手（ＡＬ
Ｔ）の派遣、小学校への英語指導補
助員の配置、１日英語生活体験教室
の実施により、中学校英語教育及び
小学校英語教育（外国語活動）の充
実を図るとともに、国際理解教育の
推進を図る。

市単独

外国語学習への興味づけ、コミュニケー
ション能力の育成及び国際理解教育推進を
図るため、外国語指導助手（ＡＬＴ）を市
立中学校に配置し、市内全小・中学校へ派
遣している。また、小学校１年生からの英
語教育開始に当たり、全小学校へ英語指導
補助員を派遣している。本市教育振興基本
計画のとおり、ＡＬＴ・英語指導補助員の
派遣回数増加に努めて外国語教育を充実さ
せる。
外国語指導助手・・・２２人、英語指導補
助員・・・４７校配置

116,628千円

外国語学習への興味づけ、コ
ミュニケーション能力の育成及
び国際理解教育推進を図るた
め、外国語指導助手（ＡＬＴ）
を市立中学校に配置し、市内全
小・中学校へ派遣した。また、
小学校１年生からの英語教育開
始に当たり、全小学校へ英語指
導補助員を派遣した。本市教育
振興基本計画のとおり、ＡＬ
Ｔ・英語指導補助員の派遣回数
増加に努めて外国語教育を充実
させた。
外国語指導助手・・・２２人、
英語指導補助員・・・４７校配
置

112,861千円 4

外国語指導助手（ALT）市内を全
小・中学校に派遣し、外国語学
習への興味づけ、コミュニケー
ション能力の育成及び国際理解
教育の推進を図ることができ
た。また、全小学校へ英語指導
補助員を派遣し、学級担任の補
助をするとともに、英語教育の
推進を図ることができた。

外国語学習への興味づけ、コミュニケーショ
ン能力の育成及び国際理解教育推進を図るた
め、外国語指導助手（ＡＬＴ）を市立中学校
に配置し、市内全小・中学校へ派遣してい
る。また、小学校１年生からの英語教育開始
に当たり、全小学校へ英語指導補助員を派遣
している。本市教育振興基本計画のとおり、
ＡＬＴ・英語指導補助員の派遣回数増加に努
めて外国語教育を充実させる。
外国語指導助手・・・２２人、英語指導補助
員・・・４７校配置

117,269千円 学校教育課

8 Ⅰ 1 (1) 帰国児童等指導援助事業

小・中学校に編入学した、日本語指
導を必要とする帰国児童生徒・外国
人児童生徒に対して、学習や生活に
ついての指導援助を行う指導者を派
遣することにより、日本語指導の充
実を図る。

市単独

小・中学校に外国から転・編入学した児
童・生徒に、語学面で学校生活に適用でき
るよう、日本語指導者を小・中学校に派遣
する。

帰国児童等指導援助：月２回程度
指導援助事業補助金交付（４４０千円）

4,357千円

小・中学校に外国から転・編入
学した児童・生徒に、語学面で
学校生活に適用できるよう、日
本語指導者を小・中学校に派遣
した。

帰国児童等指導援助：月２回程
度
指導援助事業補助金交付（４４
０千円）

1,633千円 4

帰国児童生徒・外国人児童生徒
が在籍する小・中学校に日本語
指導者を派遣することで、語学
面での日本語指導だけでなく、
相談活動も行い、日本の生活や
学校に慣れるための支援ができ
た。

小・中学校に外国から転・編入学した児童・
生徒に、語学面で学校生活に適用できるよ
う、日本語指導者を小・中学校に派遣する。

帰国児童等指導援助：月２回程度
指導援助事業補助金交付（４４０千円）

4,374千円 学校教育課

9 Ⅰ 1 (1) 副読本支給事業
学校教育における補助教材としての
副読本を支給し、保護者負担の軽減
と教育効果の向上に努める。

市単独

副読本支給
小学校　５種　５４，７８１冊
　　　　　　　　２２，１６８千円
中学校　１種　１１，３５８冊
　　　　　　　　　６，５４３千円

28,711千円

副読本支給
小学校　５種　５４，２０７冊
　　　　　　　　21,943千円
中学校　１種　１１，３７７冊
　　　　　　　　　6,390千円

28,333千円 5

保護者の経済的負担を軽減する
こと、及び児童生徒への教育効
果の向上のために実施には意義
があったといえる。

副読本支給
小学校　４種　１９，５２８冊
　　　　　　　　7,609千円

7,609千円 学校教育課

10 Ⅰ 1 (1)

学校教育推進事業
（総合的な学習の時間活性
化推進事業）（Ｒ元年度よ
り名称変更）

地域社会の人材の活用や児童生徒の
体験活動の充実を図り、総合的な学
習の時間の活性化に資するために、
各小・中学校に経費補助を行う。

市単独

小学校　４７校
中学校　２３校
７０千円×６８校＝４，７６０千円
５５千円×２校＝１１０千円（男木小中、
紫雲中みねやま分校）
５５千円×２校＝１１０千円（英語モデル
教育推進校　川添小、植田小）

4,980千円

小学校　４７校
中学校　２３校
７０千円×６８校＝４，７６０
千円
５５千円×２校＝１１０千円
（男木小中、紫雲中みねやま分
校）
５５千円×２校＝１１０千円
（英語モデル教育推進校　川添
小、植田小）

4,980千円 5
全市立小・中学校で実施でき
た。

小学校　４７校１分校
中学校　２３校１分校
９２千円×１１校＝１，０１２千円（小７中
４　７５０人以上）
７１千円×５１校＝３，６２１千円（小３６
中１５　１００人以上）
５３千円×６校＝３１８千円（小３中３　１
０人以上）
１８千円×４校＝７２千円（男木小・中みね
やま小・中）
５０千円×２校（鶴尾小、浅野小）１１千円
×１校（高松第一小）

5,136千円 学校教育課

11 Ⅰ 1 (2)
スクールソーシャルワー
カー配置事業

社会福祉士等の資格又は、福祉と教
育の両面に関して専門的な知識・技
術を有するスクールソーシャルワー
カーを中学校に配置し、児童生徒が
置かれた様々な環境に働きかけた
り、関係機関等のネットワークを活
用したりして、問題解決を図る。

国庫補助

「スクールソーシャルワーカー」は社会福
祉士等の資格を持つ人材を中学校に一人ず
つ配置する。これにより、不登校、いじ
め、暴力行為などの問題行動等の未然防止
と解消を図る。
ＳＳＷ：１３人

60,628千円

「スクールソーシャルワー
カー」は社会福祉士等の資格を
持つ人材を中学校に一人ずつ配
置した。これにより、不登校、
いじめ、暴力行為などの問題行
動等の未然防止と解消を図っ
た。
ＳＳＷ：１３人

58,836千円 5

「スクールソーシャルワー
カー」の働きにより、児童生徒
の不登校、いじめ、暴力行為の
未然防止や早期発見、的確な対
応を図ることができた。

「スクールソーシャルワーカー」は社会福祉
士等の資格を持つ人材を中学校に一人ずつ配
置する。これにより、不登校、いじめ、暴力
行為などの問題行動等の未然防止と解消を図
る。
ＳＳＷ：１３人

60,712千円 学校教育課

担当課通し
番号 事業名 事業内容

令和元年度
事業種類

平成３０年度
施策体系
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12 Ⅰ 1 (2)
いじめ等対策事業（スクー
ルカウンセラー配置）

小・中学校におけるいじめ等の問題
行動に対応するため、児童生徒の臨
床心理に関して専門的な知識や経験
を有するスクールカウンセラーを配
置し、いじめ等の問題行動等の早期
発見・早期対応や未然防止に資する
とともに、校内の教育相談体制の充
実を図る。

県補助

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小
学校にスクールカウンセラーおよびスクー
ルカウンセラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分
の１を市が負担する。

4,451千円

１２学級以上（特別支援学級は
除く）の小学校にスクールカウ
ンセラーおよびスクールカウン
セラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出
し、その２分の１を市が負担す
る。

3,807千円 4

１２学級以上の小学校にスクー
ルカウンセラーおよびｽｸｰﾙｶｳﾝｾ
ﾗｰに準ずる者を配置すること
で、児童・生徒さらには保護者
や教員と幅広くカウンセリング
を実施することができた。

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小学
校にスクールカウンセラーおよびスクールカ
ウンセラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分の
１を市が負担する。

4,462千円 学校教育課

13 Ⅰ 1 (2) 教育相談・就学指導対策

教育相談体制の充実を図り、不登校
の状態にある子どもや発達障がいの
ある子ども等に係る教育相談を実施
する。

市単独

就学前の保護者を対象に就学説明会、就学
等教育相談を実施し、小学校入学に向けた
相談を行う。
教育相談窓口を開設し、心理士、担当指導
主事等による不登校または特別支援教育に
係る相談を行う。

1,706千円
就学等教育相談・・・２７７組
教育相談・・・・・・２４３件

1,632千円 4

希望する保護者に対しては全員
に実施できた。心理士による教
育相談へのニーズが高く、予約
できるのが2か月待ちとなるケー
ズもあった。

就学前の保護者を対象に就学説明会、就学等
教育相談を実施し、小学校入学に向けた相談
を行う。
教育相談窓口を開設し、心理士、担当指導主
事等による不登校または特別支援教育に係る
相談を行う。

1,796千円
総合教育セ

ンター

14 Ⅰ 1 (3) 放課後子ども教室事業

地域の方々の協力を得ながら、放課
後等に子どもたちの安心安全な活動
の場所を確保し、学習や様々な体
験・交流活動の機会を提供すること
により、児童の健全な育成を図る。

国庫補助

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　38校区
　　継続　　 34校区
　　新規　　　4校区

23,462千円

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　33校区
　　継続　 　33校区
　　新規　　　0校区

20,876千円 2

年間開催数の増加等により、参
加児童数は増加したが、１校区
が平成３０年度から休室とな
り、実施校区数は減少した。

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　47校区
　　継続　　　33校区
　　新規　　　14校区

21,438千円
子育て支援

課

15 Ⅰ 1 (3)
一体型の放課後児童クラブ
及び子ども教室の推進事業

同一の小学校内等で、放課後児童ク
ラブ及び放課後子ども教室を実施
し、共働き家庭等の児童を含めた全
ての児童が放課後子ども教室の活動
プログラムに参加できるようにする
ことで、児童の安全・安心な居場所
の確保を図る。

実施校区数　17校区 0円 実施校区数　10校区 ０円 2

マニュアルを改正し、連携型に
係る手続きを一部簡略化した
が、平成３０年度において実施
校区数を増やすことはできな
かった。

実施校区数　17校区 0円
子育て支援

課

16 Ⅰ 1 (3)

学校教育推進事業
（総合的な学習の時間活性
化推進事業）（Ｒ元年度よ
り名称変更）
【再掲】

地域社会の人材の活用や児童生
徒の体験活動の充実を図り、総
合的な学習の時間の活性化に資
するために、各小・中学校に経
費補助を行う。

市単独

小学校　４７校
中学校　２３校
７０千円×６８校＝４，７６０千円
５５千円×２校＝１１０千円（男木小中、
紫雲中みねやま分校）
５５千円×２校＝１１０千円（英語モデル
教育推進校　川添小、植田小）

4,980千円

小学校　４７校
中学校　２３校
７０千円×６８校＝４，７６０
千円
５５千円×２校＝１１０千円
（男木小中、紫雲中みねやま分
校）
５５千円×２校＝１１０千円
（英語モデル教育推進校　川添
小、植田小）

4,980千円 5
全市立小・中学校で実施でき
た。

小学校　４７校１分校
中学校　２３校１分校
９２千円×１１校＝１，０１２千円（小７中
４　７５０人以上）
７１千円×５１校＝３，６２１千円（小３６
中１５　１００人以上）
５３千円×６校＝３１８千円（小３中３　１
０人以上）
１８千円×４校＝７２千円（男木小・中みね
やま小・中）
５０千円×２校（鶴尾小、浅野小）１１千円
×１校（高松第一小）

5,136千円 学校教育課

17 Ⅰ 1 (3) まなびの場づくり事業

コミュニティセンターにおいて、学
校休業日に児童生徒を対象に、体験
学習や地域との交流を深める事業で
ある「子どもの居場所づくり」事業
に、学習的な要素を加えた「まなび
の場づくり」事業を実施し、子ども
たちの学ぶ意欲を高めることで、
「生きる力」の育成に取り組む。

市単独

コミュニティセンターにおいて、学校休業
日に児童生徒を対象に、体験学習や地域と
の交流を深める事業である「子どもの居場
所づくり」事業に、学習的な要素を加えた
「まなびの場づくり」事業を実施し、子ど
もたちの学ぶ意欲を高めることで、「生き
る力」の育成に取り組む。（講座数）１６
０講座

816千円

コミュニティセンターにおい
て、学校休業日に児童生徒を対
象に、体験学習や地域との交流
を深める事業である「子どもの
居場所づくり」事業に、学習的
な要素を加えた「まなびの場づ
くり」事業を実施し、子どもた
ちの学ぶ意欲を高めることで、
「生きる力」の育成に取り組ん
だ。（講座数）２１５講座

652千円 5
目標（講座数合計）１６０講座
に対し、２１５講座を実施し、
十分成果が上がっている。

コミュニティセンターにおいて、学校休業日
に児童生徒を対象に、体験学習や地域との交
流を深める事業である「子どもの居場所づく
り」事業に、学習的な要素を加えた「まなび
の場づくり」事業を実施し、子どもたちの学
ぶ意欲を高めることで、「生きる力」の育成
に取り組む。（講座数）２００講座

816千円
生涯学習セ

ンター

18 Ⅰ 1 (4)
高松市生徒みらい議会（中
学・一高生対象）の開催

市議会の仕組みを知り、市政がどの
ように進められているかについて理
解を深めるとともに、郷土を愛し、
地域への関心をもち、将来の有権者
としてよりよいまちづくりに関わっ
ていく心を育む。
一方、学校においては、地域の職業
調べのほか、ものづくりなどの体験
活動、職場体験学習などを行うこと
により、児童生徒一人一人が、しっ
かりとした勤労観・職業観を形成
し、社会の一員、また、有権者とし
ての役割を果たすことができるよ
う、それぞれの個性を最大限発揮し
ながら、社会的・職業的に自立して
生きていくために必要な能力や態度
を育んでいる。

市単独

高松市生徒みらい議会の開催
参加人数　中学生２２名、高校生８名
あいさつ：市長、市議会議長、教育長
議会説明：議会運営委員長
「認めあい、支えあい、おもてなしの心で
暮らすまち高松」のテーマのもと、よりよ
い高松のまちづくりのための取組について
グループ討議を行い、発表する。

10千円

高松市生徒みらい議会の開催
参加人数　中学生22名、高校生8
名
あいさつ：市長、市議会議長、
教育長
議会説明：議会運営委員長
『「認めあい、支えあい、おも
てなしの心で暮らすまち高松」
の実現をめざして』のテーマの
もと、よりよい高松のまちづく
りのための取組についてグルー
プ討議を行い、発表した。

9千円 5

『「認めあい、支えあい、おも
てなしの心で暮らすまち高松」
の実現をめざして』のテーマの
もと2つの観点についてグループ
協議を行い、話し合われた内容
について全体会の場で発表し
た。全体発表したことについて
各学校に持ち帰り、全校生に広
めることができた。

高松市生徒みらい議会の開催
参加人数　中学生２２名、高校生８名
あいさつ：市長、市議会議長、教育長
議会説明：議会運営委員長
『「情報社会を主体的に生きる力を育むまち
高松」の実現を目指して』のテーマのもと、
よりよい高松のまちづくりのための取組につ
いてグループ討議を行い、発表する。

15千円 学校教育課

19 Ⅰ 2 (1) 認定こども園化の推進

保護者の就労状況にかかわらず、就
学前の子どもが地域の同じ施設に通
うことができるよう、質の高い教
育・保育を総合的に提供できる「認
定こども園」を増やす。

市単独
国庫補助

幼保一体化施設整備（林地区）
幼保一体化施設整備（川島地区）

351,411千円
幼保一体化施設整備（林地区）
幼保一体化施設整備（川島地
区）

241,796千円 5

市立施設においては、高松市立
幼保連携型認定こども園整備基
本計画に基づき、計画的に認定
こども園へ移行している。

幼保一体化施設整備（林地区）
幼保一体化施設整備（川島地区）

897,038千円
こども園総

務課

20 Ⅰ 2 (1)
多子世帯における保育施設
等の利用者負担額の軽減

多子世帯の経済的負担を軽減するた
め、子どもが２人以上入所（園）し
ている場合、第２子以降の利用者負
担額を無料にする。
また、１８歳未満の子どもを３人以
上養育している場合は、第３子以降
の利用者負担額を無料にする。

市単独

１号認定子ども
　延べ人数　5,429人
　延べ減免額　35,425千円
２・３号認定子ども
　延べ人数　31,332人
　延べ減免額　687,844千円
【平成２９年度実績に基づく】

0千円

１号認定子ども
　延べ人数　6,082人
　延べ減免額　39,057千円
２・３号認定子ども
　延べ人数　33,474人
　延べ減免額　747,349千円

0千円
5

保護者の子育てに係る経済的負担の
軽減を図ることで、安心して子育て
を行える環境を整えることができ
た。

１号認定子ども
　延べ人数　3,041人
　延べ減免額　19,866千円
２・３号認定子ども
　延べ人数　33,474人
　延べ減免額　497,873千円
【平成３０年度実績に基づく】

0千円
こども園総

務課
こども園運

営課

21 Ⅰ 2 (1)
保育施設等の利用者負担額
の決定における寡婦控除の
みなし適用

保育施設等の利用者負担額を決定す
る際、未婚のひとり親を地方税法に
定める寡婦（夫）控除の適用がある
ものとみなして取り扱い、利用者負
担額を軽減する。

市単独
0件
【平成２９年実績に基づく】

0円 13件 0円 5

保護者の子育てに係る経済的負担の
軽減を図ることで、安心して子育て
を行える環境を整えることができ
た。

13件
【平成３０年実績に基づく】

0円
こども園運

営課

22 Ⅰ 2 (1) 私立幼稚園就園奨励費補助

新制度へ移行していない私立幼稚園
へ子どもが通っている生活保護世
帯、非課税世帯などの低所得世帯に
対し、授業料の負担軽減を図る。

市単独

私立幼稚園等第２子以降の就園費助成
私立　461人　44,605千円
国立　　6人　　 440千円
【平成２９年度実績に基づく】

45,043千円

私立幼稚園等第２子以降の就園費助
成
私立　315人　33,968千円
国立　　5人　　 366千円

34,334千円
5

保護者の子育てに係る経済的負担の
軽減を図ることで、安心して子育て
を行える環境を整えることができ
た。

幼稚園第２子以降保育料助成
私立　315人　15,882千円
国立　　5人　　 183千円
【平成３０年度実績に基づく】

16,065千円 こども園運
営課
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評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

23 Ⅰ 2 (1)
低所得世帯における保育施
設等の利用者負担額の軽減

生活保護世帯、非課税世帯などの低
所得世帯が保育施設等を利用する際
の利用者負担額を軽減する。
年収約３６０万円未満のひとり親世
帯等の利用者負担額を軽減する。

市単独
延べ人数　13,137人
延べ減免額　14,331千円
【平成２９年実績に基づく】

0円
延べ人数　12,186人
延べ減免額　13,077千円

0円 5

保護者の子育てに係る経済的負担の
軽減を図ることで、安心して子育て
を行える環境を整えることができ
た。

延べ人数　6,093人
延べ減免額　6,538千円
【平成３０年実績に基づく】

0円
こども園運

営課

24 Ⅰ 2 (2) 「強めよう絆」推進事業

指導主事や学校相談員（退職教員）
を派遣し、暴力行為、いじめ、不登
校等の生徒指導上の諸問題の解決や
未然防止を図るための指導や助言、
教員の補助等を行う。

市単独

指導主事や学校相談員（退職教員）を派遣し、
暴力行為、いじめ、不登校等の生徒指導上の諸
問題の解決や未然防止を図るための指導や助
言、教育の補助等を行う。

1,075千円 派遣退職職員　９校９名 1,074千円 5
対局職員の派遣により派遣校の生徒
指導上の諸問題の解決や未然防止を
図ることができた。

派遣退職職員　１０校１０名 1,075千円 学校教育課

25 Ⅰ 2 (2)
要保護及び準要保護児童生
徒就学援助事業

経済的理由によって、小・中学校に
就学することが困難な児童生徒の保
護者に対して、就学に必要な経費の
援助を行い、経済的負担の軽減を図
る。

国庫補助
市単独

学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用
品費等
修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、
PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費
（中学生のみ）
対象者
　・小学校　２，８０８人　220,813千円
　・中学校　１，７３６人　220,628千円

441,441千円

学用品・通学用品費、新入学児
童生徒学用品費等
修学旅行費、校外活動費、通学
費
学校給食費、医療費、集団宿泊
学習費、PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、
生徒会費（中学生のみ）
対象者
　・小学校　２，８６８人
224,115,180円
　・中学校　１，７６１人
213,819,585円

437,935千円 5
就学に必要な経費の援助を行
い、経済的負担の軽減が図られ
た。

学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品
費等
修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、PTA
会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費（中
学生のみ）
対象者
　・小学校　２，９０３人
　　　　　　220,161千円
　・中学校　１，７９０人
　　　　　　225,492千円

445,653千円 学校教育課

26 Ⅰ 2 (2)
特別支援教育サポーター配
置事業【再掲】

小・中学校に、多様な経歴を有する
社会人を教員補助として受け入れ、
発達障がい等のある児童生徒の学習
を支援する。
発達障がいの児童生徒への自立支援
に必要な知識の取得や技能の向上を
図るため、ソーシャルスキルトレー
ニング研修を行う。

市単独
特別支援教育サポーター４４名雇用　小学
校２９校　中学校１５校

47,094千円
特別支援教育サポーター４４名
雇用　小学校２９校　中学校１
５校

43,838千円 5
各配置校の状況に応じて児童生
徒に対して適切な支援を行うこ
とができた。

特別支援教育サポーター４４名雇用　小学校
２８校　中学校１６校

46,193千円 学校教育課

27 Ⅰ 2 (2)
特別支援教育支援員配置事
業【再掲】

小・中学校において、様々な障がい
のある児童生徒に対し、学校生活上
の介助や学習活動上の支援などを行
う特別支援教育支援員を配置する。

市単独
特別支援教育支援員６５名雇用　小学校４
２校　中学校２１校

69,564千円
特別支援教育支援員６５名雇用
小学校４２校　中学校２１校

66,592千円 5
各配置校の状況に応じて児童生
徒に対して適切な支援を行うこ
とができた。

特別支援教育支援員６５名雇用　小学校４１
校　中学校２０校

68,177千円 学校教育課

28 Ⅰ 2 (2) 副読本支給事業【再掲】
学校教育における補助教材としての
副読本を支給し、保護者負担の軽減
と教育効果の向上に努める。

市単独

副読本支給
小学校　５種　５４，７８１冊
　　　　　　　　２２，１６８千円
中学校　１種　１１，３５８冊
　　　　　　　　　６，５４３千円

28,711千円

副読本支給
小学校　５種　５４，２０７冊
　　　　　　　　21,943千円
中学校　１種　１１，３７７冊
　　　　　　　　　6,390千円

28,333千円 5

保護者の経済的負担を軽減する
こと、及び児童生徒への教育効
果の向上のために実施には意義
があったといえる。

副読本支給
小学校　４種　１９，５２８冊
　　　　　　　　7,609千円

7,609千円 学校教育課

29 Ⅰ 2 (2)
帰国児童等指導援助事業
【再掲】

小・中学校に編入学した、日本語指
導を必要とする帰国児童生徒・外国
人児童生徒に対して、学習や生活に
ついての指導援助を行う指導者を派
遣することにより、日本語指導の充
実を図る。

市単独

小・中学校に外国から転・編入学した児
童・生徒に、語学面で学校生活に適用でき
るよう、日本語指導者を小・中学校に派遣
する。

帰国児童等指導援助：月２回程度
指導援助事業補助金交付（４４０千円）

4,357千円

小・中学校に外国から転・編入
学した児童・生徒に、語学面で
学校生活に適用できるよう、日
本語指導者を小・中学校に派遣
した。

帰国児童等指導援助：月２回程
度
指導援助事業補助金交付（４４
０千円）

1,633千円 4

帰国児童生徒・外国人児童生徒
が在籍する小・中学校に日本語
指導者を派遣することで、語学
面での日本語指導だけでなく、
相談活動も行い、日本の生活や
学校に慣れるための支援ができ
た。

小・中学校に外国から転・編入学した児童・
生徒に、語学面で学校生活に適用できるよ
う、日本語指導者を小・中学校に派遣する。

帰国児童等指導援助：月２回程度
指導援助事業補助金交付（４４０千円）

4,374千円 学校教育課

30 Ⅰ 2 (2)
スクールソーシャルワー
カー配置事業【再掲】

社会福祉士等の資格又は、福祉と教
育の両面に関して専門的な知識・技
術を有するスクールソーシャルワー
カーを中学校に配置し、児童生徒が
置かれた様々な環境に働きかけた
り、関係機関等のネットワークを活
用したりして、問題解決を図る。

国庫補助

「スクールソーシャルワーカー」は社会福
祉士等の資格を持つ人材を中学校に一人ず
つ配置する。これにより、不登校、いじ
め、暴力行為などの問題行動等の未然防止
と解消を図る。
ＳＳＷ：１３人

60,628千円

「スクールソーシャルワー
カー」は社会福祉士等の資格を
持つ人材を中学校に一人ずつ配
置した。これにより、不登校、
いじめ、暴力行為などの問題行
動等の未然防止と解消を図っ
た。
ＳＳＷ：１３人

58,836千円 5

「スクールソーシャルワー
カー」の働きにより、児童生徒
の不登校、いじめ、暴力行為の
未然防止や早期発見、的確な対
応を図ることができた。

「スクールソーシャルワーカー」は社会福祉
士等の資格を持つ人材を中学校に一人ずつ配
置する。これにより、不登校、いじめ、暴力
行為などの問題行動等の未然防止と解消を図
る。
ＳＳＷ：１３人

60,712千円 学校教育課

31 Ⅰ 2 (2)
いじめ等対策事業（スクー
ルカウンセラー配置）【再
掲】

小・中学校におけるいじめ等の問題
行動に対応するため、児童生徒の臨
床心理に関して専門的な知識や経験
を有するスクールカウンセラーを配
置し、いじめ等の問題行動等の早期
発見・早期対応や未然防止に資する
とともに、校内の教育相談体制の充
実を図る。

県補助

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小
学校にスクールカウンセラーおよびスクー
ルカウンセラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分
の１を市が負担する。

4,451千円

１２学級以上（特別支援学級は
除く）の小学校にスクールカウ
ンセラーおよびスクールカウン
セラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出
し、その２分の１を市が負担す
る。

3,807千円 4

１２学級以上の小学校にスクー
ルカウンセラーおよびｽｸｰﾙｶｳﾝｾ
ﾗｰに準ずる者を配置すること
で、児童・生徒さらには保護者
や教員と幅広くカウンセリング
を実施することができた。

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小学
校にスクールカウンセラーおよびスクールカ
ウンセラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分の
１を市が負担する。

4,462千円 学校教育課

32 Ⅰ 2 (2) 不登校対策事業

不登校児童生徒の自立を目指し、教
育支援センター「新塩屋町　虹の部
屋」、「みなみ」を通して、社会的
自立と登校支援に取り組む。

市単独
適応指導教室を2か所開設し、不登校児童
生徒を受け入れる。

103,732千円

新塩屋町　虹の部屋通室・・・
66名
香川町　みなみ・・・・・・・
14名

87,284千円 4

12月に定員に達し、両施設とも
待機となった。通室できている
中学3年生については全員進路が
確保できた。

香川町みなみを出作町に移転拡充し、教育支
援センターみなみとして開設する。新塩屋町
虹の部屋と合わせて、2か所の教育支援セン
ターで不登校児童生徒を受け入れる。

21,291千円
総合教育セ

ンター

33 Ⅰ 2 (3)
高等学校等入学準備金貸付
事業

高等学校等に入学を希望する者の保
護者で入学準備金の調達が困難な者
に対し、入学準備金を貸し付ける。

市単独

・入学準備金貸付　３，５００千円
　　国公立 １０人×１００千円
　　私立　　１０人×２５０千円

3,500千円

・入学準備金貸付　３，２５０
千円
　　国公立　５人×１００千円
　　私立　１１人×２５０千円
　

3,250千円 5
入学準備金の貸付により進学に
かかる経済的負担の軽減を図る
ことができた。

・入学準備金貸付　３，３００千円
　　国公立 ８人×１００千円
　　私立　　１０人×２５０千円

3,300千円 学校教育課

34 Ⅰ 2 (3) 奨学金支給事業

成績優秀かつ向上心おう盛な生徒で
あって、家庭の経済的理由のため高
等学校等への修学が困難な者に対し
て、奨学金を支給する。

市単独
・奨学金支給　２３，５４４千円　奨学生
２１８人　月額９，０００円

23,544千円
・奨学金支給　２４，２４６千
円　奨学生２３０人　月額９，
０００円

24,246千円 5

成績要件を厳しくしたことによ
り支給人員は減少したが、学校
やホームページ、広報などから
制度の周知を行った。
奨学金の支給により進学にかか
る経済的負担の軽減を図ること
ができた。

・奨学金支給　２３，７６０千円　奨学生２
２０人　月額９，０００円

23,760千円 学校教育課

35 Ⅰ 2 (3)
大学等教育資金融資制度利
用者利子補給事業

大学等へ進学した者の保護者が入学
資金として借りた教育ローンの利子
補給を行い、経済的負担を軽減す
る。

市単独
・教育資金の利子補給　１０５千円　６人
（限度額２万円）

105千円
・教育資金の利子補給　１０７
千円　７人（限度額２万円）

107千円 5
進学にかかる経済的負担の軽減
を図ることができた。

・教育資金の利子補給　１８３千円　１０人
（限度額２万円）

183千円 学校教育課
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高松市子どもの貧困対策推進計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）推進状況

事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

36 Ⅰ 2 (4) 学習支援事業

生活困窮世帯の中学生に対する学習
支援教室を開設し、学校授業の補習
や不得意科目に対する個別指導等を
実施し、学習意欲及び学力の向上を
促す。

国庫補助

生活困窮世帯の中学生に対する学習支援教
室を開設し、学校授業の補習や不得意科目
に対する個別指導等を実施し、学習意欲及
び学力の向上を促す。
〇実施状況　３か所
四番丁教室、香川町教室、古高松・屋島教
室

10,736千円

高松市社会福祉協議会への委託
〇実施状況　３か所
四番丁教室、香川町教室、古高
松・屋島教室
４か所目開設の準備

10,736千円 4
平成３１年度に４か所目を開設
出来るよう、準備を行った。

生活困窮世帯の中学生に対する学習支援教室
を開設し、学校授業の補習や不得意科目に対
する個別指導等を実施し、学習意欲及び学力
の向上を促す。
〇実施状況　４か所
四番丁教室、香川町教室、古高松・屋島教
室、木太・玉藻教室

12,213千円 生活福祉課

37 Ⅱ 1 (1) 生活保護による支援
生活困窮者に対して、最低限の生活
を保障するため、生活保護による自
立の援助を行う。

国庫補助
生活困窮者に対して、最低限の生活を保障
するため、生活保護による自立の援助を行
う。

11,638千円
就労支援者数２９１人、生活保
護停止・廃止者数９人。

11,270千円 3

平成２９年度と比べて就労支援
者数は増加したものの、生活保
護停止・廃止者数は減少となっ
た。

生活困窮者に対して、最低限の生活を保障す
るため、生活保護による自立の援助を行う。

11,413千円 生活福祉課

38 Ⅱ 1 (1) 自立相談支援事業

生活保護には至らない生活困窮者の
相談に応じ、個々の状況に応じて支
援プランを作成し、就労支援を含め
自立に向けた包括的かつ継続的な支
援を実施する。

国庫補助

生活保護には至らない生活困窮者の相談に
応じ、個々の状況に応じて支援プランを作
成し、就労支援を含め自立に向けた包括的
かつ継続的な支援を実施する。

20,786千円

自立相談支援センターたかまつ
（高松市社会福祉協議会）への
委託
相談受付件数６０６件
プラン策定件数　９３件

20,786千円 3

生活困窮者の様々な相談に応じ
て支援プランを作成している。
相談内容によっては支援プラン
を作成せずに情報提供のみを行
うケース、他制度や他機関につ
なぐケースがあり、近年はそれ
が多数を占めているため。相談
受付件数としては増加傾向にあ
るが、支援プランの作成目標率
を５０％とすること自体に無理
がある。

生活保護には至らない生活困窮者の相談に応
じ、個々の状況に応じて支援プランを作成
し、就労支援を含め自立に向けた包括的かつ
継続的な支援を実施する。

20,662千円 生活福祉課

39 Ⅱ 1 (1) 女性相談事業

女性相談員による生活、家庭等女性
の抱える悩みごとの相談のほか、離
婚問題や配偶者からの暴力（DV）に
関する相談について、助言を行うと
ともに、関係機関と連携して、必要
に応じて被害者の保護や支援を実施
する。

国庫補助

女性相談員による生活・家庭等女性の抱え
る問題や悩みごと相談のほか、配偶者等か
らの暴力に関する相談について必要な指導
を行うとともに、香川県子ども女性相談セ
ンター（配偶者暴力相談支援センター）等
関係機関と連携して、被害者の保護や支援
を実施する。

8,660千円

配偶者等からの暴力をはじめと
する問題・悩みを抱える女性に
対して、事業に即した情報提供
を行うことや、必要性・緊急性
に応じて、関係機関と連携しつ
つ適切な保護を実施する等の支
援を行った。
平成３０年度　相談延べ件数：
3,435件（実人員649人）
うちＤＶ被害相談件数1,146件
（実人員255人）

8,693千円
5

女性相談員3人を配置し、相談事
業の充実に努めている。相談件
数は年々増加傾向にあり、地域
における子育て機能の充実に向
け、効果のある事業である。

女性相談員による生活・家庭等女性の抱える
問題や悩みごと相談のほか、配偶者等からの
暴力に関する相談について必要な指導を行う
とともに、香川県子ども女性相談センター
（配偶者暴力相談支援センター）等関係機関
と連携して、被害者の保護や支援を実施す
る。

8,756千円 こども女性
相談課

40 Ⅱ 1 (1)
母子生活支援施設管理運営
事業

配偶者のない女子又はこれに準ずる
事情にある女子及びその者の監護す
べき児童を入所させて、自立の促進
のためにその生活を支援し、あわせ
て退所した者について相談その他の
援助を行う。

国庫補助

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情に
ある（ＤＶ被害にあった女子等）とその監
護すべき児童が福祉に欠けると認められた
とき、母子保護を実施し、自立促進のため
の生活支援を行う。

27,764千円

母子生活支援施設（高松市屋島
ファミリーホーム）運営事業
指定管理委託先　社会福祉法人
未知の会
平成３０年度末入所状況　３世
帯７人

19,288千円
4

平成20年度から、指定管理者制
度を導入し施設の管理運営の委
託によって、入所者処遇に対す
る支援が充実し、自立に向けた
取り組みが実施されていること
から、必要な事業である。

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にあ
る（ＤＶ被害にあった女子等）とその監護す
べき児童が福祉に欠けると認められたとき、
母子保護を実施し、自立促進のための生活支
援を行う。

24,050千円 こども女性
相談課

41 Ⅱ 1 (1)
母子・父子自立支援員等に
よる支援

ひとり親家庭等の経済的自立や生活
の安定のため、母子・父子自立支援
員等による情報提供や相談業務を行
う。

市単独
国庫補助

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対
し、自立に向けて母子・父子自立支援員等
が相談・助言・他機関の紹介等を行う。
平日相談を行うことが難しい方対象に、瓦
町ＦＬＡＧにおいて、日曜出張相談を実施
する。
ひとり親家庭に役立つ情報などをまとめた
「たかまつひとり親家庭サポートブック」
を配布する。
国庫補助対象・サポートブック作成等

12,127千円
自立支援相談件数1,671件
サポートブック3,000冊配布
日曜出張相談件数9件

11,536千円 5

ひとり親家庭等からの様々な相
談に対し、自立に向けた必要な
情報提供や助言をし、必要な場
合には他機関とも連携し、支援
を行った。

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対し、
自立に向けて母子・父子自立支援員等が相
談・助言・他機関の紹介等を行う。
平日相談を行うことが難しい方対象に、瓦町
ＦＬＡＧにおいて、日曜出張相談を実施す
る。
ひとり親家庭に役立つ情報などをまとめた
「たかまつひとり親家庭サポートブック」を
配布する。
国庫補助対象・サポートブック作成等

12,071千円
こども家庭

課

42 Ⅱ 1 (1) 各種自立支援給付金の支給

就労に効果的な資格取得を目指すひ
とり親を対象に、自立支援教育訓練
給付金、高等職業訓練促進給付金等
を支給する。平成３０年度から、高
等学校卒業程度認定試験合格のため
の講座を受講するひとり親及びひと
り親家庭の児童を対象に、受講修了
時給付金、合格時給付金の支給事業
を開始する。

国庫補助

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親
を対象に、自立支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等を支給する。高等学
校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講するひとり親及びひとり親家庭の児童を
対象に、受講修了時給付金等を支給する。

26,427千円

自立支援教育訓練給付金
　5件　278,584円
高等職業訓練促進給付金
 24件　23,138,500円
高等職業訓練修了支援給付金
  7件　300,000円

23,717千円 5

各種自立支援金を給付すること
により、ひとり親家庭の母又は
父の主体的な能力開発や就労を
支援し、経済的自立に寄与し
た。

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親を
対象に、自立支援教育訓練給付金、高等職業
訓練促進給付金等を支給する。高等学校卒業
程度認定試験合格のための講座を受講するひ
とり親及びひとり親家庭の児童を対象に、受
講修了時給付金等を支給する。

25,581千円
こども家庭

課

43 Ⅱ 1 (1)
母子・父子自立支援プログ
ラム策定員による支援

ひとり親の経済的自立のため、プロ
グラム策定員が自立支援プログラム
を策定し、様々な就労支援策の活用
によって、就労を支援する。

国庫補助

児童扶養手当受給者の自立を促進すること
を目的に、母子・父子自立支援プログラム
策定員２名が、児童扶養手当受給者の状
況・ニーズ等に対応した自立支援プログラ
ムの策定を始め、ハローワークとの連携の
下、継続的な就労支援を実施する。

5,840千円 プログラム策定件数79件 5,658千円 5

児童扶養手当受給者の状況・
ニーズ等に対応した自立支援プ
ログラムの策定を行い、ハロー
ワークとの連携による継続的な
就労支援を実施し、児童扶養手
当受給者の就労や自立の促進に
寄与した。

母子・父子自立支援プログラム策定員２名
が、児童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に
対応した自立支援プログラムの策定を行い、
ハローワークとの連携の下、継続的な就労支
援を実施する。

5,851千円
こども家庭

課

44 Ⅱ 1 (1) 就業支援講習会等の実施
ひとり親を対象に、就労に効果的な
就業支援講習会等を実施する。 国庫補助

就職支援セミナー　H30.11開催
介護職員初任者研修　H30.11～12開催
パソコン講習会　H30.1開催

465千円

就職支援セミナー、介護職員初
任者研修、パソコン講習会
　受講者13人

465千円 5
就労につながる可能性の高い資
格や技術取得のための研修等を
開催した。

就職支援セミナー　R1.11開催
介護職員初任者研修　R1.11～12開催 430千円

こども家庭
課

45 Ⅱ 1 (1) 児童扶養手当
ひとり親家庭等に対し、生活の安定
と自立の促進、児童の福祉の増進の
ため、手当を支給する。

国庫補助
児童扶養手当の支給
　受給児童数68,731人　1,794,625千円

1,794,625千円
児童扶養手当の支給
　受給児童数69,166人
1,815,994千円

1,815,994千円 5

経済的に弱い立場のひとり親家
庭に支給することにより、経済
的負担の軽減を図ることができ
た。

児童扶養手当の支給
　受給児童数67,781人　2,211,063千円

2,211,063千円
こども家庭

課

46 Ⅱ 1 (1)
保育施設等における生活保
護世帯やひとり親世帯等の
優先的入所

生活保護世帯やひとり親世帯等の子
どもが保育施設等に入所しやすいよ
う、利用調整の際、加点を行う。

市単独
生活保護世帯やひとり親世帯等の子どもが保育
施設等に入所しやすいよう、利用調整の際、加
点を行う。

0円
生活保護世帯やひとり親世帯等の子
どもが保育施設等に入所しやすいよ
う、利用調整の際、加点を行った。

0円 5

保護者の子育てに係る経済的負担の
軽減を図ることで、安心して子育て
を行える環境を整えることができ
た。

生活保護世帯やひとり親世帯等の子どもが保育施
設等に入所しやすいよう、利用調整の際、加点を
行う。

0円
こども園運

営課

47 Ⅱ 1 (2)
障害児放課後支援事業の利
用料の免除

養護学校の放課後、帰宅しても保護
者の就労等のためその監護を受けら
れない障害児に対して、適切な遊び
及び生活の場を提供し、その健全な
育成を図る。

国庫補助

保護者が就労等により、昼間家庭にいない
養護学校小学部の児童に対し、放課後の適
切な遊びや生活の場を提供し、障がいのあ
る児童の育成を図る。

18,504千円

保護者が就労等により、昼間家
庭にいない養護学校小学部の児
童に対し、放課後の適切な遊び
や生活の場を提供し、障がいの
ある児童の育成を図った。

18,504千円 5
放課後の適切な遊びや生活の場
を提供し、障がいのある児童の
育成が図られたため。

保護者が就労等により、昼間家庭にいない養
護学校小学部の児童に対し、放課後の適切な
遊びや生活の場を提供し、障がいのある児童
の育成を図る。

17,632千円
障がい福祉

課

48 Ⅱ 1 (2) 病児保育事業

病児・病後児を病院に付設された専
用スペース等で一時的に保育する。
また、２人以上の児童を扶養する世
帯については、経済的負担を軽減す
るため保育料を無料にする。

国庫補助

第２子以降３歳未満児、第３子以降就学前
の病児・病後児保育利用料を無料化するこ
とにより、保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図る。

7,023千円

第２子以降３歳未満児、第３子
以降就学前の病児・病後児保育
利用料を無料化することによ
り、保護者の子育てに係る経済
的負担の軽減を図った。

114,133千円 5
多子世帯に対する経済的負担軽
減が図られた。

第２子以降３歳未満児、第３子以降就学前の
病児・病後児保育利用料を無料化することに
より、保護者の子育てに係る経済的負担の軽
減を図る。

7,079千円
子育て支援

課
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49 Ⅱ 1 (2) 放課後児童クラブ事業

就労等により、昼間、保護者が家庭
にいない、小学校に就学している児
童に対して、授業の終了後などに、
小学校の余裕教室、児童館等を利用
して、適切な遊び及び生活の場を提
供し、児童の健全な育成を図る。

国庫補助

放課後児童クラブの運営
　直営　 45校区　94教室
　委託　　1校区　  2教室
学童保育に対する補助
　社会福祉法人等　17団体
施設整備
　専用施設新設等
　　栗林（～30年度）
　　太田南（～30年度）
　　林（～30年度）
　　三渓（～31年度）
　　仏生山（～32年度）

846,520千円

放課後児童クラブの運営
　直営　 45校区　97教室
　委託　　1校区  2教室
学童保育に対する補助
　社会福祉法人等
　12団体（16教室）
施設整備
　専用施設新設等
　栗林（～30年度）
　太田南（～30年度）
　林（～30年度）
　三渓（～31年度）
　仏生山（～32年度）

805,217千円 3

待機児童解消に向け、専用施設
（プレハブ）や小学校の余裕教
室等の活用などの施設整備を実
施し、受入可能児童数は増加し
たが、利用希望者も増加したた
め待機児童の解消には至らな
かった。

放課後児童クラブの運営
　直営　 45校区101教室
　委託　　1校区  2教室
学童保育に対する補助
　社会福祉法人等　18教室
施設整備
　専用施設新設等
　三渓（～31年度）
　余裕教室等
　仏生山、新番丁、大野等

850,968千円
子育て支援

課

50 Ⅱ 1 (2) 子育て短期支援事業

保護者が疾病、仕事などで、家庭に
おける養育等が一時的に困難となる
場合若しくは、育児不安等により、
身体的・精神的負担の軽減を必要と
する場合、児童福祉施設等におい
て、当該児童を一時的に養育・保護
を行う。

国庫補
助・
県補助

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、
家庭において養育を受けることが一時的に
困難となった児童について、児童福祉施設
等に入所させ、必要な養育・保護を行う。

292千円

　保護者が病気、仕事、育児疲
れなどで、一時的に養育が困難
となった場合に、児童養護施設
等で児童を一時的に養育・保護
することができた。
　利用延べ人数　７４人日

350千円 5
養育が困難となった家庭に対
し、一時的に養育、保護するこ
とができた。

保護者の疾病、育児疲れ等の理由により、家
庭において養育を受けることが一時的に困難
となった児童について、児童福祉施設等に入
所させ、必要な養育・保護を行う。

376千円
こども女性

相談課

51 Ⅱ 1 (2)
ひとり親家庭等日常生活支
援事業

ひとり親が安心して子育てをするた
め、一時的に家事援助等のサービス
が必要となったひとり親家庭に対
し、家庭生活支援員を派遣する。

国庫補助

利用時間8:00～20:00
利用料（１時間あたり）
非課税世帯の方　 無料
課税世帯の方（児童扶養手当受給水準）
150円
課税世帯の方（それ以外の世帯）
300円

1,213千円 利用時間数741時間 1,683千円 5

家庭生活支援員を派遣し、家事
等のサービスを提供することに
より、ひとり親家庭の負担軽減
につながった。

利用時間8:00～20:00
利用料（１時間あたり）
非課税世帯の方　 無料
課税世帯の方（児童扶養手当受給水準）
150円
課税世帯の方（それ以外の世帯）
300円

1,148千円
こども家庭

課

52 Ⅱ 1 (2)
病児保育事業（体調不良児
対応型）

（私立）保育中に体調不良となり、
保護者が迎えに来るまでの間、緊急
的な対応を行う。

国・県補
助
市単独

（私立）保育中に体調不良となり、保護者
が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を行
う。

私立
13,219千円

私立　2か所　8,646千円
　　　　診断連絡票補助150千円

私立
8,796千円

5
子育てと仕事の両立推進に寄与
している。

私立　2か所　8,742千円
　　　　診断連絡票補助150千円

私立
8,892千円

こども園総
務課

53 Ⅱ 1 (2) 認可外保育施設保育料助成

同一世帯に３人以上の児童を養育し
ている場合の第３子以降及び同一世
帯で保育施設を利用している兄姉が
いる第２子以降の保育料の負担を軽
減する。

市単独

同一世帯に３人以上の児童を養育している
場合の第３子以降及び同一世帯で保育施設
を利用している兄姉がいる第２子以降の保
育料の負担を軽減する。

5,614千円

概ね、年間を通じて児童の数が
６人以上
（延対象児童）
昼間 812人×3,500円
夜間 209人×5，000円
賠償責任保険　3施設×50,000円

4,037千円 5
入所児童に対する適切な処遇の
確保につながった。

概ね、年間を通じて児童の数が６人以上
（延対象児童）
昼間 736人×3,500円
夜間 197人×5,000円
賠償責任保険　3施設×50,000円

3,711千円
こども園総

務課

54 Ⅱ 1 (2) 延長保育事業
保護者の就労時間に合わせて通常の
保育時間を超えて子どもを預かる。

国・県補
助
市単独

保護者の就労時間に合わせて通常の保育時
間を超えて子どもを預かる。

【公立】
105,685千円

【私立】
63,739千円

【公立】
公立保育所１９か所、市こども
園４か所で実施

【私立】
47か所　補助46,924千円　市単
12,346

【公立】
102,596千円

【私立】
59,270千円

5

【公立】
公立保育所１９か所、市こども
園４か所で実施
【私立】
就労形態の多様化等に伴う利用
ニーズに応えることができてい
る。

【公立】
公立保育所、こども園２３か所実施予定

【私立】
68か所　補助69,341千円　市単15,944

【公立】
108，032千円

【私立】
85,285千円

こども園総
務課

こども園運
営課

55 Ⅱ 1 (2) 一時預かり事業

保護者がパートタイムなど不規則な
就労形態の場合や、保護者が病気や
急用の場合等一時的に子どもを預か
る。

国・県補
助、市単
独

保護者がパートタイムなど不規則な就労形
態の場合や、保護者が病気や急用の場合等
一時的に子どもを預かる。

【公立】
14,975千円

【私立】
83,001千円

【公立】
公立保育所３か所、市こども園
３か所で実施
【私立】
37か所（うち補助31か所、自主6
か所）
事業費　補助61,470千円　市単
1,000千円
延べ利用人数（補助対象施設の
み）
15,222人/年

【公立】
14,279千円

【私立】
62,470千円

5

【公立】
公立保育所３か所、市こども園
３か所で実施
【私立】
不規則な就労形態や一時的な保
育ニーズに応えることができて
いる。

【公立】
公立保育所３か所、こども園６か所で実施
【私立】
42か所（うち補助36か所、自主6か所）
事業費　補助105,355千円　市単1,200千円

【公立】
26、717千円

【私立】
106,555千円

こども園総
務課

こども園運
営課

56 Ⅱ 1 (2)
保育施設等における生活保
護世帯やひとり親世帯等の
優先的入所【再掲】

生活保護世帯やひとり親世帯等の子
どもが保育施設等に入所しやすいよ
う、利用調整の際、加点を行う。

市単独
生活保護世帯やひとり親世帯等の子どもが
保育施設等に入所しやすいよう、利用調整
の際、加点を行う。

0円

生活保護世帯やひとり親世帯等
の子どもが保育施設等に入所し
やすいよう、利用調整の際、加
点を行った。

0円 5

保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図ることで、安心し
て子育てを行える環境を整える
ことができた。

生活保護世帯やひとり親世帯等の子どもが保
育施設等に入所しやすいよう、利用調整の
際、加点を行う。

0円
こども園運

営課

57 Ⅱ 1 (2)
ファミリー・サポート・セ
ンター事業

仕事と育児の両立を支援し、子育て
しやすい環境をつくるため、地域に
おいて育児の援助をしてほしい人と
育児の援助をしたい人が会員登録を
し、会員相互間で育児の援助を行
う。【ＮＰＯ法人に事業委託】

国庫補助

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
　委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同
参画ネット
　登録予定会員数：2,600人
　委託料：13,090千円
※子ども・子育て支援交付金事業
※三木町、綾川町（瀬戸・高松広域連携中
枢都市圏の形成に係る連携協約による取組
事業）からの負担金収入
※さぬき市との事業連携

（13,090）千円
うち一般財源（3,938）

千円

委託事業としてNPO法人に委託し
て実施。
　委託団体：NPO法人　たかまつ
男女共同参画ネット
　登録会員数：2,562人
　委託料：13,090千円
※子ども・子育て支援交付金事
業
※三木町、綾川町（瀬戸・高松
広域連携中枢都市圏の形成に係
る連携協約による取組事業）か
らの負担金収入
※さぬき市との事業連携

12,890千円 4

登録会員数は予定数に達してい
ないが、前年度に比べて増加し
ている。依頼会員に対し提供会
員数が少なく、提供会員の確保
が今後の課題であるが、養成講
座についてさらなる広報を行
い、提供会員の確保に努めた
い。

委託事業としてNPO法人に委託して実施。
　委託団体：NPO法人　たかまつ男女共同参
画ネット
　登録会員数：2,700人
　委託料：13,292千円
※子ども・子育て支援交付金事業
※三木町、綾川町（瀬戸・高松広域連携中枢
都市圏の形成に係る連携協約による取組事
業）からの負担金収入
※さぬき市との事業連携

13,292千円
子育て支援

課

58 Ⅱ 1 (3)
相談事業（女性こころの相
談）

男女共同参画センターにおいて、面
談又は電話により、相談を受けてお
り、相談内容に応じては、警察や法
務関係など適切な機関を紹介してい
る。

市単独
面接又は電話による相談。
開館日の10:00～17:00予約制で１回５０
分。

指定管理料に含む 利用件数　５４４人 指定管理料に含む 5

平成29年度の利用者数は４４８
人で平成30年度においては利用
者数が増加した。
適切な機関を紹介することがで
きた。

面接・電話/１回50分の予約制
開館日の10:00～17:00

指定管理料に含む

男女共同参
画

・協働推進
課

59 Ⅱ 1 (3) 助産事業

保健上必要があるにもかかわらず、
生活保護世帯及び市民税非課税世帯
等の経済的理由により、入院助産を
受けることができない妊産婦に対し
て、助産を援助する。

国庫補助
　低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減
と安全な出産を確保するために，施設を指
定し、出産費用の助成を行う。

8,287千円

　保健上必要があるにもかかわ
らず、生活保護世帯及び市県民
税非課税世帯の経済的理由によ
り、入院助産を受けることがで
きない妊産婦に対して、助産を
援助することができた。
　年間利用件数１５件

（4,562）千円
5

　この事業により、入院助産を
受けることの困難な妊産婦に対
し助産を援助することができ、
無事に出産へと繋げることがで
きた。

　低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減と
安全な出産を確保するために、施設を指定
し、出産費用の助成を行う。

１２，２６５千円 こども女性
相談課

60 Ⅱ 1 (3) ひとり親家庭等医療費助成

経済的負担軽減のため、ひとり親家
庭等の子が１８歳に達する日以降の
年度末（３月３１日）までの、子と
養育している者の医療費の自己負担
分を助成する。

県補助金
ひとり親家庭等医療
受給者数　10,503人
1件当たり助成額　2,747円

432,109千円
ひとり親家庭等医療
受給者数　10,228人
1件当たり助成額　2,797円

434,577千円 5

ひとり親家庭等医療費の自己負
担分を助成することにより、ひ
とり親家庭の経済的負担の軽減
を図ることができた。

ひとり親家庭等医療
受給者数　10,414人
1人当たり助成額（／月）3,353円

432,511千円
こども家庭

課
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高松市子どもの貧困対策推進計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）推進状況

事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

61 Ⅱ 1 (3) 母子栄養食品支給事業

母と子の健康保持増進のために、生
活保護法の適用を受けている世帯の
妊産婦及び乳児、市民税が非課税世
帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課
税世帯の妊産婦及び乳児に対し、申
請に基づいて牛乳等を支給する。

市単独

母と子の健康保持増進のために、生活保護
法の適用を受けている世帯の妊産婦及び乳
児、市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳
児、所得税が非課税世帯の妊産婦及び乳児
に対し、申請に基づいて牛乳等を支給す
る。

1,055千円

母と子の健康保持増進のため
に、生活保護法の適用を受けて
いる世帯の妊産婦及び乳児、市
民税が非課税世帯の妊産婦及び
乳児、所得税が非課税世帯の妊
産婦及び乳児に対し、申請に基
づいて牛乳等を支給した。
母子栄養食品の支給３６人

1,107千円 5

支援が必要な方に対して支給が
できており、牛乳及び粉ミルク
が必要な時期に栄養強化を行
い、成果が上がっている。

母と子の健康保持増進のために、生活保護法
の適用を受けている世帯の妊産婦及び乳児、
市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得
税が非課税世帯の妊産婦及び乳児に対し、申
請に基づいて牛乳等を支給する。

1,134千円
保健セン

ター

62 Ⅱ 1 (3) 産後ケア事業

産後４か月以内の産婦とその乳児を
対象に市内助産所にて母乳管理や赤
ちゃんのお世話など必要な保健指導
（宿泊型・通所型）を行う。

国庫補助

産後４か月以内の産婦とその乳児を対象に
市内助産所にて母乳管理や赤ちゃんのお世
話など必要な保健指導（宿泊型・通所型）
を行う。

1,785千円

産後４か月以内の産婦とその乳
児を対象に市内助産所にて母乳
管理や赤ちゃんのお世話など必
要な保健指導（宿泊型・通所
型）を行った。
宿泊型４９件、通所型２４件

2,877千円 4
利用件数が、29年度に比べて大
幅に伸び、産後の母子の支援の
拡充につながっている。

産後４か月以内の産婦とその乳児を対象に市
内助産所にて母乳管理や赤ちゃんのお世話な
ど必要な保健指導（宿泊型・通所型）を行
う。

3,193千円
保健セン

ター

63 Ⅱ 1 (3) 乳児家庭全戸訪問事業

生後４か月までの乳児のいる家庭を
助産師や保健師が訪問し、子育て支
援に関する情報提供や母子の養育環
境等の把握や助言、育児指導を行
う。

国庫補助
県補助

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師
や保健師が訪問し、子育て支援に関する情
報提供や母子の養育環境等の把握や助言、
育児指導を行う。

21,831千円

生後４か月までの乳児のいる家
庭を助産師や保健師が訪問し、
子育て支援に関する情報提供や
母子の養育環境等の把握や助
言、育児指導を行った。
訪問数3,057人（訪問率９２．
６％　出生数3,302人）

18,234千円 4

訪問率は90％台を維持してい
る。里帰りや入院等により訪問
できていないケースについて
は、４か月児相談や、他機関と
の連携により、把握に努めてい
る。

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師や
保健師が訪問し、子育て支援に関する情報提
供や母子の養育環境等の把握や助言、育児指
導を行う。

27,254千円
保健セン

ター

64 Ⅱ 2 (1) 要保護児童対策支援事業

支援が必要な家庭に対し、関係機関
等と情報共有、役割分担をして、児
童の置かれている状況が改善するよ
うに支援する。

国庫補
助・県補
助

高松市児童対策協議会として、児童虐待を
始めとする要保護児童等の早期発見と適切
な対応を図るため、関係機関と情報共有
し、支援について役割分担や協議を行う。

4,980千円

　社会問題となっている児童虐
待の増加を防ぎ、減少させるた
めに必要な事業であり、予防の
ための各種啓発活動、具体的事
例の解決のためのケース会議、
関係機関を対象とした講演の実
施など、積極的に行ってきた。
また通告のあった児童の進行管
理を確実に行うことができた。
　高松市児童対策協議会
　代表者会議　　　　　１回
　実務者会議　　　　１６回
（情報交換会を含む）
　個別ケース検討会２０９回

（4,946）千円
5

　児童虐待や不適切な養育のあ
る家庭の進行管理を適切に行っ
たと同時に、重症度の高いケー
スや関係機関が複数にまたがっ
ているケースについては随時、
個別ケース検討会を開催するこ
とができた。

高松市児童対策協議会として、児童虐待を始
めとする要保護児童等の早期発見と適切な対
応を図るため、関係機関と情報共有し、支援
について役割分担や協議を行う。

4,827円 こども女性
相談課

65 Ⅱ 2 (2) こども食堂等支援事業

無料又は安価で温かく栄養バランス
のとれた食事を提供するこども食堂
の開設・運営を支援し、子どもの孤
食の防止や、安らげる居場所の確保
を行うとともに、地域住民とのつな
がりの強化や学習・生活習慣支援の
場の提供を図る。

市単独

・助成内容
　①初期経費：上限100,000円
　②運営補助（開催）：月額4,000円又は
8,000円
　③運営補助（食数）：１食当たり150円
　④多世代交流加算：１回当たり500円
・助成か所数：10か所

1,405千円

助成か所数：1か所
助成内容
①初期経費：90,000円
②運営補助：8,000円×12月
③食数補助：＠150×312食
④多世代交流加算：500円×46回

255千円 3

子どもの孤食防止や居場所の確
保、地域住民との交流等の場の
提供において一定の効果があっ
たが、補助申請団体数が伸びな
かった。

・助成内容
　①初期経費：上限100,000円
　②運営補助（開催）：月額4,000円又は
8,000円
　③運営補助（食数）：１食当たり150円
　④多世代交流加算：１回当たり500円
・助成か所数：2か所

391千円
子育て支援

課

66 Ⅱ 2 (2)
母子栄養食品支給事業【再
掲】

母と子の健康保持増進のために、生
活保護法の適用を受けている世帯の
妊産婦及び乳児、市民税が非課税世
帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課
税世帯の妊産婦及び乳児に対し、申
請に基づいて牛乳等を支給する。

市単独

母と子の健康保持増進のために、生活保護
法の適用を受けている世帯の妊産婦及び乳
児、市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳
児、所得税が非課税世帯の妊産婦及び乳児
に対し、申請に基づいて牛乳等を支給す
る。

1,055千円

母と子の健康保持増進のため
に、生活保護法の適用を受けて
いる世帯の妊産婦及び乳児、市
民税が非課税世帯の妊産婦及び
乳児、所得税が非課税世帯の妊
産婦及び乳児に対し、申請に基
づいて牛乳等を支給した。
母子栄養食品の支給３６人

1,107千円 5

支援が必要な方に対して支給が
できており、牛乳及び粉ミルク
が必要な時期に栄養強化を行
い、成果が上がっている。

母と子の健康保持増進のために、生活保護法
の適用を受けている世帯の妊産婦及び乳児、
市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得
税が非課税世帯の妊産婦及び乳児に対し、申
請に基づいて牛乳等を支給する。

1,134千円
保健セン

ター

67 Ⅱ 2 (3) 高齢者居場所づくり事業

高齢者居場所づくり事業の活動の中
で、高齢者と子どもが交流活動を実
施した場合に、その活動状況に応じ
て助成金を加算することで、世代間
交流を推進し、子どもの健全育成を
図るとともに、地域で見守る体制づ
くりを支援する。

国庫補
助・県補
助

高齢者居場所づくり事業の活動の中で、高
齢者と子どもが交流活動を実施した場合
に、その活動状況に応じて助成金を加算す
ることで、世代間交流を推進し、子どもの
健全育成を図るとともに、地域で見守る体
制づくりを支援する。

14,583千円
居場所活動数２４１か所のうち
子どもとの交流数４６か所

11,991千円 4
子どもとの交流数は平成29年度
実績は44か所で、わずかではあ
るが増加したため。

高齢者居場所づくり事業の活動の中で、高齢
者と子どもが交流活動を実施した場合に、そ
の活動状況に応じて助成金を加算すること
で、世代間交流を推進し、子どもの健全育成
を図るとともに、地域で見守る体制づくりを
支援する。
また、居場所の内容の充実が図れるよう支援
し、居場所が、多世代が交流する地域の拠点
となり、地域に根ざしたコミュニティスペー
スとなることを目指す。

13,933千円 長寿福祉課

68 Ⅱ 2 (3)
放課後子ども教室事業【再
掲】

地域の方々の協力を得ながら、放課
後等に子どもたちの安心安全な活動
の場所を確保し、学習や様々な体
験・交流活動の機会を提供すること
により、児童の健全な育成を図る。

国庫補助

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　38校区
　　継続　　 34校区
　　新規　　　4校区

23,462千円

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　33校区
　　継続　 　33校区
　　新規　　　0校区

20,876千円 2

年間開催数の増加等により、参
加児童数は増加したが、１校区
が平成３０年度から休室とな
り、実施校区数は減少した。

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　47校区
　　継続　　　33校区
　　新規　　　14校区

21,438千円
子育て支援

課

69 Ⅱ 2 (3)
一体型の放課後児童クラブ
及び子ども教室の推進事業
【再掲】

同一の小学校内等で、放課後児童ク
ラブ及び放課後子ども教室を実施
し、共働き家庭等の児童を含めた全
ての児童が放課後子ども教室の活動
プログラムに参加できるようにする
ことで、児童の安全・安心な居場所
の確保を図る。

実施校区数　17校区 0円 実施校区数　10校区 ０円 2

マニュアルを改正し、連携型に
係る手続きを一部簡略化した
が、平成３０年度において実施
校区数を増やすことはできな
かった。

実施校区数　17校区 0円
子育て支援

課

70 Ⅱ 2 (3)
放課後児童クラブ事業【再
掲】

就労等により、昼間、保護者が家庭
にいない、小学校に就学している児
童に対して、授業の終了後などに、
小学校の余裕教室、児童館等を利用
して、適切な遊び及び生活の場を提
供し、児童の健全な育成を図る。

国庫補助

放課後児童クラブの運営
　直営　 45校区　94教室
　委託　　1校区　  2教室
学童保育に対する補助
　社会福祉法人等　17団体
施設整備
　専用施設新設等
　　栗林（～30年度）
　　太田南（～30年度）
　　林（～30年度）
　　三渓（～31年度）
　　仏生山（～32年度）

846,520千円

放課後児童クラブの運営
　直営　 45校区　97教室
　委託　　1校区  2教室
学童保育に対する補助
　社会福祉法人等
　12団体（16教室）
施設整備
　専用施設新設等
　栗林（～30年度）
　太田南（～30年度）
　林（～30年度）
　三渓（～31年度）
　仏生山（～32年度）

805,217千円 3

待機児童解消に向け、専用施設
（プレハブ）や小学校の余裕教
室等の活用などの施設整備を実
施し、受入可能児童数は増加し
たが、利用希望者も増加したた
め待機児童の解消には至らな
かった。

放課後児童クラブの運営
　直営　 45校区101教室
　委託　　1校区  2教室
学童保育に対する補助
　社会福祉法人等　18教室
施設整備
　専用施設新設等
　三渓（～31年度）
　余裕教室等
　仏生山、新番丁、大野等

850,968千円
子育て支援

課

71 Ⅱ 2 (3)
こども食堂等支援事業【再
掲】

無料又は安価で温かく栄養バランス
のとれた食事を提供するこども食堂
の開設・運営を支援し、子どもの孤
食の防止や、安らげる居場所の確保
を行うとともに、地域住民とのつな
がりの強化や学習・生活習慣支援の
場の提供を図る。

市単独

・助成内容
　①初期経費：上限100,000円
　②運営補助（開催）：月額4,000円又は
8,000円
　③運営補助（食数）：１食当たり150円
　④多世代交流加算：１回当たり500円
・助成か所数：10か所

1,405千円

助成か所数：1か所
助成内容
①初期経費：90,000円
②運営補助：8,000円×12月
③食数補助：＠150×312食
④多世代交流加算：500円×46回

255千円 3

子どもの孤食防止や居場所の確
保、地域住民との交流等の場の
提供において一定の効果があっ
たが、補助申請団体数が伸びな
かった。

・助成内容
　①初期経費：上限100,000円
　②運営補助（開催）：月額4,000円又は
8,000円
　③運営補助（食数）：１食当たり150円
　④多世代交流加算：１回当たり500円
・助成か所数：2か所

391千円
子育て支援

課
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72 Ⅱ 2 (3)
まなびの場づくり事業【再
掲】

コミュニティセンターにおいて、学
校休業日に児童生徒を対象に、体験
学習や地域との交流を深める事業で
ある「子どもの居場所づくり」事業
に、学習的な要素を加えた「まなび
の場づくり」事業を実施し、子ども
たちの学ぶ意欲を高めることで、
「生きる力」の育成に取り組む。

市単独

コミュニティセンターにおいて、学校休業
日に児童生徒を対象に、体験学習や地域と
の交流を深める事業である「子どもの居場
所づくり」事業に、学習的な要素を加えた
「まなびの場づくり」事業を実施し、子ど
もたちの学ぶ意欲を高めることで、「生き
る力」の育成に取り組む。（講座数）１６
０講座

816千円

コミュニティセンターにおい
て、学校休業日に児童生徒を対
象に、体験学習や地域との交流
を深める事業である「子どもの
居場所づくり」事業に、学習的
な要素を加えた「まなびの場づ
くり」事業を実施し、子どもた
ちの学ぶ意欲を高めることで、
「生きる力」の育成に取り組ん
だ。（講座数）２１５講座

652千円 5
目標（講座数合計）１６０講座
に対し、２１５講座を実施し、
十分成果が上がっている。

コミュニティセンターにおいて、学校休業日
に児童生徒を対象に、体験学習や地域との交
流を深める事業である「子どもの居場所づく
り」事業に、学習的な要素を加えた「まなび
の場づくり」事業を実施し、子どもたちの学
ぶ意欲を高めることで、「生きる力」の育成
に取り組む。（講座数）２００講座

816千円
生涯学習セ

ンター

73 Ⅱ 2 (4)
高齢者居場所づくり事業
【再掲】

高齢者居場所づくり事業の活動の中
で、高齢者と子どもが交流活動を実
施した場合に、その活動状況に応じ
て助成金を加算することで、世代間
交流を推進し、子どもの健全育成を
図るとともに、地域で見守る体制づ
くりを支援する。

国庫補
助・県補
助

高齢者居場所づくり事業の活動の中で、高
齢者と子どもが交流活動を実施した場合
に、その活動状況に応じて助成金を加算す
ることで、世代間交流を推進し、子どもの
健全育成を図るとともに、地域で見守る体
制づくりを支援する。

14,583千円
居場所活動数２４１か所のうち
子どもとの交流数４６か所

11,991千円 4
子どもとの交流数は平成29年度
実績は44か所で、わずかではあ
るが増加したため。

高齢者居場所づくり事業の活動の中で、高齢
者と子どもが交流活動を実施した場合に、そ
の活動状況に応じて助成金を加算すること
で、世代間交流を推進し、子どもの健全育成
を図るとともに、地域で見守る体制づくりを
支援する。
また、居場所の内容の充実が図れるよう支援
し、居場所が、多世代が交流する地域の拠点
となり、地域に根ざしたコミュニティスペー
スとなることを目指す。

13,933千円 長寿福祉課

74 Ⅱ 2 (4)
放課後子ども教室事業【再
掲】

地域の方々の協力を得ながら、放課
後等に子どもたちの安心安全な活動
の場所を確保し、学習や様々な体
験・交流活動の機会を提供すること
により、児童の健全な育成を図る。

国庫補助

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　38校区
　　継続　　 34校区
　　新規　　　4校区

23,462千円

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　33校区
　　継続　 　33校区
　　新規　　　0校区

20,876千円 2

年間開催数の増加等により、参
加児童数は増加したが、１校区
が平成３０年度から休室とな
り、実施校区数は減少した。

放課後子ども教室事業の実施
　実施校区　47校区
　　継続　　　33校区
　　新規　　　14校区

21,438千円
子育て支援

課

75 Ⅱ 2 (4)
一体型の放課後児童クラブ
及び子ども教室の推進事業
【再掲】

同一の小学校内等で、放課後児童ク
ラブ及び放課後子ども教室を実施
し、共働き家庭等の児童を含めた全
ての児童が放課後子ども教室の活動
プログラムに参加できるようにする
ことで、児童の安全・安心な居場所
の確保を図る。

実施校区数　17校区 0円 実施校区数　10校区 ０円 2

マニュアルを改正し、連携型に
係る手続きを一部簡略化した
が、平成３０年度において実施
校区数を増やすことはできな
かった。

実施校区数　17校区 0円
子育て支援

課

76 Ⅱ 2 (4) こども未来館学習体験事業

子どもの興味や関心、夢を育むこと
を目的として、こども未来館学習
（市内の小学校４年生、学校の希望
により、中学校。同様に連携中枢都
市圏の小・中学校）やチャレンジ教
室、体験プログラム（アート、科学
体験等）、プラネタリウム投影を実
施する。

市単独

子どもの興味や関心、夢を育むことを目的
として、こども未来館学習（市内の小学校
４年生、学校の希望により、中学校。同様
に連携中枢都市圏の小・中学校）やチャレ
ンジ教室、体験プログラム（アート、科学
体験等）、プラネタリウム投影を実施す
る。

37,683千円

・こど未来館学習(61校) 4,821
人
・チャレンジ教室 223人
・科学・アート体験教室11,040
人
・プラネタリウム投影 20,880人

36,119千円 5

平成30年度には、初めて市内中
学校6校が、こども未来館学習を
実施するなど、多くの人が参加
してもらえた。

子どもの興味や関心、夢を育むことを目的と
して、こども未来館学習（市内の小学校４年
生、学校の希望により、中学校。同様に連携
中枢都市圏の小・中学校）やチャレンジ教
室、体験プログラム（アート、科学体験
等）、プラネタリウム投影を実施する。

35,476千円
こども未来

館

77 Ⅱ 2 (4)
こども未来館わくわく体験
事業

子どもの夢や想像力を育み、健やか
な成長に資するとともに、子どもを
中心とした幅広い世代の人々の交流
を促進するため、公募等によるイベ
ントプログラムのほか、１１月にこ
ども未来館まつりを開催する。

市単独

子どもの夢や想像力を育み、健やかな成長
に資するとともに、子どもを中心とした幅
広い世代の人々の交流を促進するため、公
募等によるイベントプログラムのほか、１
１月にこども未来館まつりを開催する。

2,700千円
・公募プログラム等 3,181人
・こども未来館まつり 744人
・遊び体験プログラム1,625人

2,550千円 5
目標としていた、3,800人を超え
る、5,550人に参加してもらえ
た。

子どもの夢や想像力を育み、健やかな成長に
資するとともに、子どもを中心とした幅広い
世代の人々の交流を促進するため、公募等に
よるイベントプログラムのほか、１１月にこ
ども未来館まつりを開催する。

2,459千円
こども未来

館

78 Ⅱ 2 (4)

学校教育推進事業
（総合的な学習の時間活性
化推進事業）（Ｒ元年度よ
り名称変更）

地域社会の人材の活用や児童生
徒の体験活動の充実を図り、総
合的な学習の時間の活性化に資
するために、各小・中学校に経
費補助を行う。

市単独

小学校　４７校
中学校　２３校
７０千円×６８校＝４，７６０千円
５５千円×２校＝１１０千円（男木小中、
紫雲中みねやま分校）
５５千円×２校＝１１０千円（英語モデル
教育推進校　川添小、植田小）

4,980千円

小学校　４７校
中学校　２３校
７０千円×６８校＝４，７６０
千円
５５千円×２校＝１１０千円
（男木小中、紫雲中みねやま分
校）
５５千円×２校＝１１０千円
（英語モデル教育推進校　川添
小、植田小）

4,980千円 5
全市立小・中学校で実施でき
た。

小学校　４７校１分校
中学校　２３校１分校
９２千円×１１校＝１，０１２千円（小７中
４　７５０人以上）
７１千円×５１校＝３，６２１千円（小３６
中１５　１００人以上）
５３千円×６校＝３１８千円（小３中３　１
０人以上）
１８千円×４校＝７２千円（男木小・中みね
やま小・中）
５０千円×２校（鶴尾小、浅野小）１１千円
×１校（高松第一小）

5,136千円 学校教育課

79 Ⅱ 2 (4)
まなびの場づくり事業【再
掲】

コミュニティセンターにおいて、学
校休業日に児童生徒を対象に、体験
学習や地域との交流を深める事業で
ある「子どもの居場所づくり」事業
に、学習的な要素を加えた「まなび
の場づくり」事業を実施し、子ども
たちの学ぶ意欲を高めることで、
「生きる力」の育成に取り組む。

市単独

コミュニティセンターにおいて、学校休業
日に児童生徒を対象に、体験学習や地域と
の交流を深める事業である「子どもの居場
所づくり」事業に、学習的な要素を加えた
「まなびの場づくり」事業を実施し、子ど
もたちの学ぶ意欲を高めることで、「生き
る力」の育成に取り組む。（講座数）１６
０講座

816千円

コミュニティセンターにおい
て、学校休業日に児童生徒を対
象に、体験学習や地域との交流
を深める事業である「子どもの
居場所づくり」事業に、学習的
な要素を加えた「まなびの場づ
くり」事業を実施し、子どもた
ちの学ぶ意欲を高めることで、
「生きる力」の育成に取り組ん
だ。（講座数）２１５講座

652千円 5
目標（講座数合計）１６０講座
に対し、２１５講座を実施し、
十分成果が上がっている。

コミュニティセンターにおいて、学校休業日
に児童生徒を対象に、体験学習や地域との交
流を深める事業である「子どもの居場所づく
り」事業に、学習的な要素を加えた「まなび
の場づくり」事業を実施し、子どもたちの学
ぶ意欲を高めることで、「生きる力」の育成
に取り組む。（講座数）２００講座

816千円
生涯学習セ

ンター

80 Ⅱ 3 (1) 助産事業【再掲】

保健上必要があるにもかかわらず、
生活保護世帯及び市民税非課税世帯
等の経済的理由により、入院助産を
受けることができない妊産婦に対し
て、助産を援助する。

国庫補助
　低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減
と安全な出産を確保するために，施設を指
定し、出産費用の助成を行う。

8,287千円

　保健上必要があるにもかかわ
らず、生活保護世帯及び市県民
税非課税世帯の経済的理由によ
り、入院助産を受けることがで
きない妊産婦に対して、助産を
援助することができた。
　年間利用件数１５件

（4,562）千円
5

　この事業により、入院助産を
受けることの困難な妊産婦に対
し助産を援助することができ、
無事に出産へと繋げることがで
きた。

　低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減と
安全な出産を確保するために、施設を指定
し、出産費用の助成を行う。

１２，２６５千円 こども女性
相談課

81 Ⅱ 3 (1)
母子栄養食品支給事業【再
掲】

母と子の健康保持増進のために、生
活保護法の適用を受けている世帯の
妊産婦及び乳児、市民税が非課税世
帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課
税世帯の妊産婦及び乳児に対し、申
請に基づいて牛乳等を支給する。

市単独

母と子の健康保持増進のために、生活保護
法の適用を受けている世帯の妊産婦及び乳
児、市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳
児、所得税が非課税世帯の妊産婦及び乳児
に対し、申請に基づいて牛乳等を支給す
る。

1,055千円

母と子の健康保持増進のため
に、生活保護法の適用を受けて
いる世帯の妊産婦及び乳児、市
民税が非課税世帯の妊産婦及び
乳児、所得税が非課税世帯の妊
産婦及び乳児に対し、申請に基
づいて牛乳等を支給した。
母子栄養食品の支給３６人

1,107千円 5

支援が必要な方に対して支給が
できており、牛乳及び粉ミルク
が必要な時期に栄養強化を行
い、成果が上がっている。

母と子の健康保持増進のために、生活保護法
の適用を受けている世帯の妊産婦及び乳児、
市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得
税が非課税世帯の妊産婦及び乳児に対し、申
請に基づいて牛乳等を支給する。

1,134千円
保健セン

ター

82 Ⅱ 3 (1) 産後ケア事業【再掲】

産後４か月以内の産婦とその乳児を
対象に市内助産所にて母乳管理や赤
ちゃんのお世話など必要な保健指導
（宿泊型・通所型）を行う。

国庫補助

産後４か月以内の産婦とその乳児を対象に
市内助産所にて母乳管理や赤ちゃんのお世
話など必要な保健指導（宿泊型・通所型）
を行う。

1,785千円

産後４か月以内の産婦とその乳
児を対象に市内助産所にて母乳
管理や赤ちゃんのお世話など必
要な保健指導（宿泊型・通所
型）を行った。
宿泊型４９件、通所型２４件

2,877千円 4
利用件数が、29年度に比べて大
幅に伸び、産後の母子の支援の
拡充につながっている。

産後４か月以内の産婦とその乳児を対象に市
内助産所にて母乳管理や赤ちゃんのお世話な
ど必要な保健指導（宿泊型・通所型）を行
う。

3,193千円
保健セン

ター
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83 Ⅱ 3 (1)
乳児家庭全戸訪問事業【再
掲】

生後４か月までの乳児のいる家庭を
助産師や保健師が訪問し、子育て支
援に関する情報提供や母子の養育環
境等の把握や助言、育児指導を行
う。

国庫補助
県補助

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師
や保健師が訪問し、子育て支援に関する情
報提供や母子の養育環境等の把握や助言、
育児指導を行う。

21,831千円

生後４か月までの乳児のいる家
庭を助産師や保健師が訪問し、
子育て支援に関する情報提供や
母子の養育環境等の把握や助
言、育児指導を行った。
訪問数3,057人（訪問率９２．
６％　出生数3,302人）

18,234千円 4

訪問率は90％台を維持してい
る。里帰りや入院等により訪問
できていないケースについて
は、４か月児相談や、他機関と
の連携により、把握に努めてい
る。

生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師や
保健師が訪問し、子育て支援に関する情報提
供や母子の養育環境等の把握や助言、育児指
導を行う。

27,254千円
保健セン

ター

84 Ⅱ 3 (1)
子育て世代包括支援セン
ターの設置

子育て世代包括支援センターを設置
し、妊娠・出産・子育てを切れ目な
く支援するため、ワンストップサー
ビスを提供する。

国庫補助
県補助

子育て世代包括支援センターを設置し、妊
娠・出産・子育てを切れ目なく支援するた
め、ワンストップサービスを提供する。
子育て世代包括支援ネットワーク会議（全
体会２回、エリア会４回）

7,328千円

子育て世代包括支援センターを
設置し、妊娠・出産・子育てを
切れ目なく支援するため、ワン
ストップサービスを提供した。
子育て世代包括支援ネットワー
ク会議（全体会２回、エリア会
４回）

10,061千円 4

保健センターと保健ステーショ
ンに母子保健コーディネーター
を配置し、専門職である母子保
健コーディネーターが相談支援
等を実施することができた。特
に、妊娠届出時に面接を行い、
支援が必要な妊婦に早期に支援
を行えた。さらに、子育て世代
の支援に関わる関係機関等にお
いて「子育て世代包括支援ネッ
トワーク会議」やケース会議等
を開催し、母子保健や子育て支
援に関わる関係機関の連携強化
が図れた。

子育て世代包括支援センターを設置し、妊
娠・出産・子育てを切れ目なく支援するた
め、ワンストップサービスを提供する。
子育て世代包括支援ネットワーク会議（全体
会２回、エリア会４回）

649千円
保健セン

ター

85 Ⅱ 3 (2) 母子福祉資金等の貸付

ひとり親家庭等の経済的自立の助
成、児童の福祉の増進のため、資金
の貸付を行う（住宅補修、引越時の
住宅賃借に必要な経費等）。

市単独

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せ
てその扶養している児童（子）の福祉の向
上を図るため、各種資金の貸付けを行う。

41,322千円
母子福祉資金42件26,136千円
父子福祉資金 0件
寡婦福祉資金 2件 1,040千円

27,176千円 5

修学資金、修業資金、就学支度
資金等各種貸付貸付を行い、子
の福祉向上やひとり親家庭の自
立に寄与した。

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてそ
の扶養している児童（子）の福祉の向上を図
るため、各種資金の貸付けを行う。

32,933千円
こども家庭

課

86 Ⅱ 3 (2)
市営住宅の母子・父子世帯
及び子育て世帯枠の設置

市営住宅入居者の募集において、母
子・父子世帯及び子育て世帯向けの
枠を設けることで、対象者の入居の
優遇措置を図る。

市単独

市営住宅入居者の募集において、母子・父
子世帯向の枠を設けることで、対象者の入
居の優遇措置を図る。
〇４戸募集（木太町A団地、木太町B団地、
朝日町団地、川東団地）

―
母子・父子世帯向の部屋を４戸
募集し、そのうち３戸入居し
た。

― 4 ４戸募集し、３戸入居（３/４）

市営住宅入居者の募集において、母子・父子
世帯向の枠を設けることで、対象者の入居の
優遇措置を図る。
〇４戸募集

― 市営住宅課

87 Ⅲ 1 (1)
相談事業（女性のための就
労相談）

男女共同参画センターにおいて、女
性の継続就業や再就職に向けた相
談・支援を実施している。

市単独
毎週月・水・金の10:00～17:00で専門相談
員による相談。 2,000千円 利用件数　２０１人 2,000千円 5

平成30年度の利用者数は160人で
あった。広報、周知により利用
者数が増加し、就労支援ができ
た。

毎週月・水・金の10:00～17:00相談受付。 2,500千円

男女共同参
画

・協働推進
課

88 Ⅲ 1 (1) 自立相談支援事業【再掲】

生活保護には至らない生活困窮者の
相談に応じ、個々の状況に応じて支
援プランを作成し、就労支援を含め
自立に向けた包括的かつ継続的な支
援を実施する。

国庫補助

生活保護には至らない生活困窮者の相談に
応じ、個々の状況に応じて支援プランを作
成し、就労支援を含め自立に向けた包括的
かつ継続的な支援を実施する。

20,786千円

自立相談支援センターたかまつ
（高松市社会福祉協議会）への
委託
相談受付件数６０６件
プラン策定件数　９３件

20,786千円 3

生活困窮者の様々な相談に応じ
て支援プランを作成している。
相談内容によっては支援プラン
を作成せずに情報提供のみを行
うケース、他制度や他機関につ
なぐケースがあり、近年はそれ
が多数を占めているため。相談
受付件数としては増加傾向にあ
るが、支援プランの作成目標率
を５０％とすること自体に無理
がある。

生活保護には至らない生活困窮者の相談に応
じ、個々の状況に応じて支援プランを作成
し、就労支援を含め自立に向けた包括的かつ
継続的な支援を実施する。

20,662千円 生活福祉課

89 Ⅲ 1 (1)
各種自立支援給付金の支給
【再掲】

就労に効果的な資格取得を目指すひ
とり親を対象に、自立支援教育訓練
給付金、高等職業訓練促進給付金等
を支給する。平成３０年度から、高
等学校卒業程度認定試験合格のため
の講座を受講するひとり親及びひと
り親家庭の児童を対象に、受講修了
時給付金、合格時給付金の支給事業
を開始する。

国庫補助

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親
を対象に、自立支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等を支給する。高等学
校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講するひとり親及びひとり親家庭の児童を
対象に、受講修了時給付金等を支給する。

26,427千円

自立支援教育訓練給付金
　5件　278,584円
高等職業訓練促進給付金
 24件　23,138,500円
高等職業訓練修了支援給付金
  7件　300,000円

23,717千円 5

各種自立支援金を給付すること
により、ひとり親家庭の母又は
父の主体的な能力開発や就労を
支援し、経済的自立に寄与し
た。

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親を
対象に、自立支援教育訓練給付金、高等職業
訓練促進給付金等を支給する。高等学校卒業
程度認定試験合格のための講座を受講するひ
とり親及びひとり親家庭の児童を対象に、受
講修了時給付金等を支給する。

25,581千円
こども家庭

課

90 Ⅲ 1 (1)
母子・父子自立支援プログ
ラム策定員による支援【再
掲】

ひとり親の経済的自立のため、プロ
グラム策定員が自立支援プログラム
を策定し、様々な就労支援策の活用
に　よって、就労を支援する。

国庫補助

児童扶養手当受給者の自立を促進すること
を目的に、母子・父子自立支援プログラム
策定員２名が、児童扶養手当受給者の状
況・ニーズ等に対応した自立支援プログラ
ムの策定を始め、ハローワークとの連携の
下、継続的な就労支援を実施する。

5,840千円 プログラム策定件数79件 5,658千円 5

児童扶養手当受給者の状況・
ニーズ等に対応した自立支援プ
ログラムの策定を行い、ハロー
ワークとの連携による継続的な
就労支援を実施し、児童扶養手
当受給者の就労や自立の促進に
寄与した。

母子・父子自立支援プログラム策定員２名
が、児童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に
対応した自立支援プログラムの策定を行い、
ハローワークとの連携の下、継続的な就労支
援を実施する。

5,851千円
こども家庭

課

91 Ⅲ 1 (1)
就業支援講習会等の実施
【再掲】

ひとり親を対象に、就労に効果的な
就業支援講習会等を実施する。 国庫補助

就職支援セミナー　H30.11開催
介護職員初任者研修　H30.11～12開催
パソコン講習会　H30.1開催

465千円

就職支援セミナー、介護職員初
任者研修、パソコン講習会
　受講者13人

465千円 5
就労につながる可能性の高い資
格や技術取得のための研修等を
開催した。

就職支援セミナー　R1.11開催
介護職員初任者研修　R1.11～12開催 430千円

こども家庭
課

92 Ⅲ 1 (1)
子育て支援中小企業等表彰
制度

次世代育成支援対策推進法により一
般事業主行動計画を策定した市内の
中小企業等（計画策定が努力義務と
されている従業者１００人以下の中
小企業等が対象）のうち、仕事と子
育ての両立支援を図るための職場環
境の整備に特に積極的に取り組んで
いる中小企業等を表彰し、もって、
市内の中小企業等における次世代育
成支援の取組を促進することを目的
とするもの。

市単独

一般事業主行動計画を策定し、香川労働局
への届出を完了している市内中小企業から
公募、応募企業の取組内容を職員が聴取り
調査し、その内容をもとに選考委員会で表
彰企業を決定。表彰企業は、その取組内容
を本市ホームページや広報たかまつ等で広
く紹介する。

144千円

一般事業主行動計画を策定し、
香川労働局への届出を完了して
いる市内中小企業等から７企
業・団体を選定し表彰した。表
彰企業については、その取組内
容を本市ホームページ等で広く
紹介した。
（表彰企業）
有限会社イレブンリース
春日緑地建設株式会社
医療法人社団しん治歯科医院
株式会社タケダ
株式会社丸三
株式会社ラブ・ラボ
有限会社リッツ

122千円 5

平成３０年度は自主的な応募の
みで、年間の目標表彰事業者数
（５社）を上回る表彰を達成す
ることができた。

子育て支援中小企業等表彰事業については、
平成30年度をもって廃止した。

― 産業振興課

93 Ⅲ 1 (1)
合同就職面接（説明）会の
開催

新規学卒者及び中途採用希望者を対
象とした合同就職面接（説明）会を
香川労働局、高松公共職業安定所、
香川県などと連携して開催するも
の。

他団体と
の共催

新規学卒者及び中途採用希望者を対象とし
た合同就職面接（説明）会を高松商工会議
所、香川労働局、高松公共職業安定所、香
川県などと連携して開催する。

285千円

新規学卒者及び中途採用希望者
を対象とした合同就職面接（説
明）会を高松商工会議所、香川
労働局、高松公共職業安定所、
香川県などと連携して開催し
た。
開催日：平成３０年８月２２日
参加求職者：１７９人

285千円 4

アンケート結果等をもとに開催
時期を設定し直し、昨年度より
多くの求職者の参加を得たが、
更なる参加者増への取組みも必
要である。

新規学卒者及び中途採用希望者を対象とした
合同就職面接（説明）会を高松商工会議所、
香川労働局、高松公共職業安定所、香川県な
どと連携して開催する。

285千円 産業振興課
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高松市子どもの貧困対策推進計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）推進状況

事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

94 Ⅲ 1 (2)
各種自立支援給付金の支給
【再掲】

就労に効果的な資格取得を目指すひ
とり親を対象に、自立支援教育訓練
給付金、高等職業訓練促進給付金等
を支給する。平成３０年度から、高
等学校卒業程度認定試験合格のため
の講座を受講するひとり親及びひと
り親家庭の児童を対象に、受講修了
時給付金、合格時給付金の支給事業
を開始する。

国庫補助

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親
を対象に、自立支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等を支給する。高等学
校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講するひとり親及びひとり親家庭の児童を
対象に、受講修了時給付金等を支給する。

26,427千円

自立支援教育訓練給付金
　5件　278,584円
高等職業訓練促進給付金
 24件　23,138,500円
高等職業訓練修了支援給付金
  7件　300,000円

23,717千円 5

各種自立支援金を給付すること
により、ひとり親家庭の母又は
父の主体的な能力開発や就労を
支援し、経済的自立に寄与し
た。

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親を
対象に、自立支援教育訓練給付金、高等職業
訓練促進給付金等を支給する。高等学校卒業
程度認定試験合格のための講座を受講するひ
とり親及びひとり親家庭の児童を対象に、受
講修了時給付金等を支給する。

25,581千円
こども家庭

課

95 Ⅲ 1 (2)
就業支援講習会等の実施
【再掲】

ひとり親を対象に、就労に効果的な
就業支援講習会等を実施する。 国庫補助

就職支援セミナー　H30.11開催
介護職員初任者研修　H30.11～12開催
パソコン講習会　H30.1開催

465千円

就職支援セミナー、介護職員初
任者研修、パソコン講習会
　受講者13人

465千円 5
就労につながる可能性の高い資
格や技術取得のための研修等を
開催した。

就職支援セミナー　R1.11開催
介護職員初任者研修　R1.11～12開催 430千円

こども家庭
課

96 Ⅲ 2 (1)
母子・父子自立支援員等に
よる支援【再掲】

ひとり親家庭等の経済的自立や生活
の安定のため、母子・父子自立支援
員等による情報提供や相談業務を行
う。

市単独
国庫補助

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対
し、自立に向けて母子・父子自立支援員等
が相談・助言・他機関の紹介等を行う。
平日相談を行うことが難しい方対象に、瓦
町ＦＬＡＧにおいて、日曜出張相談を実施
する。
ひとり親家庭に役立つ情報などをまとめた
「たかまつひとり親家庭サポートブック」
を配布する。
国庫補助対象・サポートブック作成等

12,127千円
自立支援相談件数1,671件
サポートブック3,000冊配布
日曜出張相談件数9件

11,536千円 5

ひとり親家庭等からの様々な相
談に対し、自立に向けた必要な
情報提供や助言をし、必要な場
合には他機関とも連携し、支援
を行った。

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対し、
自立に向けて母子・父子自立支援員等が相
談・助言・他機関の紹介等を行う。
平日相談を行うことが難しい方対象に、瓦町
ＦＬＡＧにおいて、日曜出張相談を実施す
る。
ひとり親家庭に役立つ情報などをまとめた
「たかまつひとり親家庭サポートブック」を
配布する。
国庫補助対象・サポートブック作成等

12,071千円
こども家庭

課

97 Ⅲ 2 (1)
各種自立支援給付金の支給
【再掲】

就労に効果的な資格取得を目指すひ
とり親を対象に、自立支援教育訓練
給付金、高等職業訓練促進給付金等
を支給する。平成３０年度から、高
等学校卒業程度認定試験合格のため
の講座を受講するひとり親及びひと
り親家庭の児童を対象に、受講修了
時給付金、合格時給付金の支給事業
を開始する。

国庫補助

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親
を対象に、自立支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等を支給する。高等学
校卒業程度認定試験合格のための講座を受
講するひとり親及びひとり親家庭の児童を
対象に、受講修了時給付金等を支給する。

26,427千円

自立支援教育訓練給付金
　5件　278,584円
高等職業訓練促進給付金
 24件　23,138,500円
高等職業訓練修了支援給付金
  7件　300,000円

23,717千円 5

各種自立支援金を給付すること
により、ひとり親家庭の母又は
父の主体的な能力開発や就労を
支援し、経済的自立に寄与し
た。

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親を
対象に、自立支援教育訓練給付金、高等職業
訓練促進給付金等を支給する。高等学校卒業
程度認定試験合格のための講座を受講するひ
とり親及びひとり親家庭の児童を対象に、受
講修了時給付金等を支給する。

25,581千円
こども家庭

課

98 Ⅲ 2 (1)
母子福祉資金等の貸付【再
掲】

ひとり親家庭等の経済的自立の助
成、児童の福祉の増進のため、資金
の貸付を行う（技能習得資金、就職
支度資金）。

市単独

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せ
てその扶養している児童（子）の福祉の向
上を図るため、各種資金の貸付けを行う。

41,322千円
母子福祉資金42件26,136千円
父子福祉資金 0件
寡婦福祉資金 2件 1,040千円

27,176千円 5

修学資金、修業資金、就学支度
資金等各種貸付貸付を行い、子
の福祉向上やひとり親家庭の自
立に寄与した。

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてそ
の扶養している児童（子）の福祉の向上を図
るため、各種資金の貸付けを行う。

32,933千円
こども家庭

課

99 Ⅲ 3 (1)
障害児放課後支援事業の利
用料の免除【再掲】

養護学校の放課後、帰宅しても保護
者の就労等のためその監護を受けら
れない障害児に対して、適切な遊び
及び生活の場を提供し、その健全な
育成を図る。

国庫補助

保護者が就労等により、昼間家庭にいない
養護学校小学部の児童に対し、放課後の適
切な遊びや生活の場を提供し、障がいのあ
る児童の育成を図る。

18,504千円

保護者が就労等により、昼間家
庭にいない養護学校小学部の児
童に対し、放課後の適切な遊び
や生活の場を提供し、障がいの
ある児童の育成を図った。

18,504千円 5
放課後の適切な遊びや生活の場
を提供し、障がいのある児童の
育成が図られたため。

保護者が就労等により、昼間家庭にいない養
護学校小学部の児童に対し、放課後の適切な
遊びや生活の場を提供し、障がいのある児童
の育成を図る。

17,632千円
障がい福祉

課

100 Ⅲ 3 (1)
生活保護による支援【再
掲】

生活困窮者に対して、最低限の生活
を保障するため、生活保護による自
立の援助を行う。

国庫補助
生活困窮者に対して、最低限の生活を保障
するため、生活保護による自立の援助を行
う。

11,638千円
就労支援者数２９１人、生活保
護停止・廃止者数９人。

11,270千円 3

平成２９年度と比べて就労支援
者数は増加したものの、生活保
護停止・廃止者数は減少となっ
た。

生活困窮者に対して、最低限の生活を保障す
るため、生活保護による自立の援助を行う。

11,413千円 生活福祉課

101 Ⅲ 3 (1) たすけ合い金庫

低所得者の更生、救済を図るため資
金の貸付をする高松市社会福祉協議
会の事業に、その原資を貸し付け
る。

市単独

生活困窮者のための緊急的、一時的な援
助・救済を目的とした貸付事業を行う。
【貸付条件】
　緊急かつ一時的に生活費等を必要とし、
他から融資を受けることが困難な高松市民
であって、世帯を単位として貸付けを行う
もの
　想定貸付件数　200件

8,500千円

緊急かつ一時的に生活費等を必
要とし、他から融資を受けるこ
とが困難な高松市民に対し貸付
けを行った。
　貸付件数　226件

8,500千円 5
計画件数を上回る貸付けを行っ
ており、低所得者の更生、救済
に大きく寄与した。

生活困窮者のための緊急的、一時的な援助・
救済を目的とした貸付事業を行う。
【貸付条件】
　緊急かつ一時的に生活費等を必要とし、他
から融資を受けることが困難な高松市民で
あって、世帯を単位として貸付けを行うもの
　想定貸付件数　200件

8,500千円
健康福祉総

務課

102 Ⅲ 3 (1)
放課後児童クラブ利用料の
減免

放課後児童クラブを利用する児童が
属する世帯が、生活保護受給世帯、
又は非課税世帯の場合に、放課後児
童クラブ利用料を減免する。

生活保護受給世帯又は非課税世帯からの減
免申請に対し利用料を減免する。

０円
生活保護受給世帯又は非課税世
帯にからの減免申請に対し利用
料を減免した。

０円 5

生活保護受給世帯又は非課税世
帯にからの全減免申請に対し、
利用料を減免することができ
た。

生活保護受給世帯又は非課税世帯からの減免
申請に対し利用料を減免する。

０円
子育て支援

課

103 Ⅲ 3 (1) 病児保育事業【再掲】

病児・病後児を病院に付設された専
用スペース等で一時的に保育する。
また、２人以上の児童を扶養する世
帯については、経済的負担を軽減す
るため保育料を無料にする。

国庫補助

第２子以降３歳未満児、第３子以降就学前
の病児・病後児保育利用料を無料化するこ
とにより、保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図る。

7,023千円

第２子以降３歳未満児、第３子
以降就学前の病児・病後児保育
利用料を無料化することによ
り、保護者の子育てに係る経済
的負担の軽減を図った。

114,133千円 5
多子世帯に対する経済的負担軽
減が図られた。

第２子以降３歳未満児、第３子以降就学前の
病児・病後児保育利用料を無料化することに
より、保護者の子育てに係る経済的負担の軽
減を図る。

7,079千円
子育て支援

課

104 Ⅲ 3 (1) 助産事業【再掲】

保健上必要があるにもかかわらず、
生活保護世帯及び市民税非課税世帯
等の経済的理由により、入院助産を
受けることができない妊産婦に対し
て、助産を援助する。

国庫補助
　低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減
と安全な出産を確保するために，施設を指
定し、出産費用の助成を行う。

8,287千円

　保健上必要があるにもかかわ
らず、生活保護世帯及び市県民
税非課税世帯の経済的理由によ
り、入院助産を受けることがで
きない妊産婦に対して、助産を
援助することができた。
　年間利用件数１５件

（4,562）千円
5

　この事業により、入院助産を
受けることの困難な妊産婦に対
し助産を援助することができ、
無事に出産へと繋げることがで
きた。

　低所得者家庭等の出産に伴う負担の軽減と
安全な出産を確保するために、施設を指定
し、出産費用の助成を行う。

１２，２６５千円 こども女性
相談課

105 Ⅲ 3 (1) 児童手当

児童を養育している家庭等における
生活の安定と児童の健やかな成長の
ため、児童の養育者に手当を支給す
る。

国庫補助
児童手当
　受給児童数　635,724人　6,900,830千円

 6,900,830千円
児童手当
　受給児童数　639,146人
6,900,630千円

6,900,630千円 5

現金給付を行うことにより、子
育て支援施策に貢献した。ま
た、支給要件の調査を十分に実
施し、適正な事務に努めた。

児童手当
　受給児童数　680,638人　6,792,855千円

6,792,855千円
こども家庭

課

106 Ⅲ 3 (1) 子ども医療費助成

子育て家庭の経済的負担軽減のた
め、小学６年生までの通院及び中学
３年生までの入院に係る医療費の自
己負担分を助成する。

県補助金

対象年齢：0歳から15歳年度末まで
（中学生は入院のみ）
乳幼児　　受給者数　24,125人
　　　　　　1件当たり助成額　1,754円
小学生　　受給者数　23,263人
　　　　　　1件当たり助成額　2,110円
中学生　　受給者数　12,115人
　　　　　　1件当たり助成額　57,237円

　1,721,699千円

対象年齢：0歳から15歳年度末ま
で
（中学生は入院のみ）
乳幼児　受給者数　23,402人
　　1件当たり助成額　1,709円
小学生　受給者数　21,000人
　　1件当たり助成額　2,123円
中学生　受給者数　352人
　　1件当たり助成額　56,343円

1,682,301千円 5

子ども医療費の自己負担分を助
成することにより、子育て世帯
に対する経済的負担の軽減を図
ることができた。

対象年齢：0歳から15歳年度末まで
（中学生は入院のみ）
乳幼児　　受給者数　23,895人
　　　1人当たり助成額（／月）3,259円
小学生　　受給者数　23,177人
　　　1件当たり助成額　2,109円
中学生　　受給者数　12,037人
　　　1件当たり助成額　56,763円

1,707,288千円
こども家庭

課

107 Ⅲ 3 (1) 児童扶養手当【再掲】
ひとり親家庭等に対し、生活の安定
と自立の促進、児童の福祉の増進の
ため、手当を支給する。

国庫補助
児童扶養手当の支給
　受給児童数68,731人　1,794,625千円

1,794,625千円
児童扶養手当の支給
　受給児童数69,166人
1,815,994千円

1,815,994千円 5

経済的に弱い立場のひとり親家
庭に支給することにより、経済
的負担の軽減を図ることができ
た。

児童扶養手当の支給
　受給児童数67,781人　2,211,063千円

2,211,063千円
こども家庭

課

108 Ⅲ 3 (1)
ひとり親家庭等医療費助成
【再掲】

経済的負担軽減のため、ひとり親家
庭等の子が１８歳に達する日以降の
年度末（３月３１日）までの、子と
養育している者の医療費の自己負担
分を助成する。

県補助金
ひとり親家庭等医療
受給者数　10,503人
1件当たり助成額　2,747円

432,109千円
ひとり親家庭等医療
受給者数　10,228人
1件当たり助成額　2,797円

434,577千円 5

ひとり親家庭等医療費の自己負
担分を助成することにより、ひ
とり親家庭の経済的負担の軽減
を図ることができた。

ひとり親家庭等医療
受給者数　10,414人
1人当たり助成額（／月）3,353円

432,511千円
こども家庭

課
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109 Ⅲ 3 (1)
母子福祉資金等の貸付【再
掲】

ひとり親家庭等の経済的自立の助
成、児童の福祉の増進のため、資金
の貸付を行う。

市単独

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せ
てその扶養している児童（子）の福祉の向
上を図るため、各種資金の貸付けを行う。

41,322千円
母子福祉資金42件26,136千円
父子福祉資金 0件
寡婦福祉資金 2件 1,040千円

27,176千円 5

修学資金、修業資金、就学支度
資金等各種貸付貸付を行い、子
の福祉向上やひとり親家庭の自
立に寄与した。

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてそ
の扶養している児童（子）の福祉の向上を図
るため、各種資金の貸付けを行う。

32,933千円
こども家庭

課

110 Ⅲ 3 (1)
認可外保育施設保育料助成
【再掲】

同一世帯に３人以上の児童を養育し
ている場合の第３子以降及び同一世
帯で保育施設を利用している兄姉が
いる第２子以降の保育料の負担を軽
減する。

市単独

同一世帯に３人以上の児童を養育している
場合の第３子以降及び同一世帯で保育施設
を利用している兄姉がいる第２子以降の保
育料の負担を軽減する。

5,614千円

概ね、年間を通じて児童の数が
６人以上
（延対象児童）
昼間 812人×3,500円
夜間 209人×5，000円
賠償責任保険　3施設×50,000円

4,037千円 5
入所児童に対する適切な処遇の
確保につながった。

概ね、年間を通じて児童の数が６人以上
（延対象児童）
昼間 736人×3,500円
夜間 197人×5,000円
賠償責任保険　3施設×50,000円

3,711千円
こども園総

務課

111 Ⅲ 3 (1)
多子世帯における保育施設
等の利用者負担額の軽減
【再掲】

多子世帯の経済的負担を軽減するた
め、子どもが２人以上入所（園）し
ている場合、第２子以降の利用者負
担額を無料にする。また、１８歳未
満の子どもを３人以上養育している
場合は、第３子以降の利用者負担額
を無料にする。

市単独

１号認定子ども
　延べ人数　5,429人
　延べ減免額　35,425千円
２・３号認定子ども
　延べ人数　31,332人
　延べ減免額　687,844千円
【平成２９年度実績に基づく】

0千円

１号認定子ども
　延べ人数　6,082人
　延べ減免額　39,057千円
２・３号認定子ども
　延べ人数　33,474人
　延べ減免額　747,349千円

0千円
5

保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図ることで、安心し
て子育てを行える環境を整える
ことができた。

１号認定子ども
　延べ人数　3,041人
　延べ減免額　19,866千円
２・３号認定子ども
　延べ人数　33,474人
　延べ減免額　497,873千円
【平成３０年度実績に基づく】

0千円
こども園総

務課
こども園運

営課

112 Ⅲ 3 (1)
保育施設等の利用者負担額
の決定における寡婦控除の
みなし適用【再掲】

保育施設等の利用者負担額を決定す
る際、未婚のひとり親を地方税法に
定める寡婦（夫）控除の適用がある
ものとみなして取り扱い、利用者負
担額を軽減する。

市単独
0件
【平成２９年実績に基づく】

0円 13件 0円 5

保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図ることで、安心し
て子育てを行える環境を整える
ことができた。

13件
【平成３０年実績に基づく】

0円
こども園運

営課

113 Ⅲ 3 (1)
私立幼稚園就園奨励費補助
【再掲】

新制度へ移行していない私立幼稚園
へ子どもが通っている生活保護世
帯、非課税世帯などの低所得世帯に
対し、授業料の負担軽減を図る。

市単独

私立幼稚園等第２子以降の就園費助成
私立　461人　44,605千円
国立　　6人　　 440千円
【平成２９年度実績に基づく】

45,043千円

私立幼稚園等第２子以降の就園
費助成
私立　315人　33,968千円
国立　　5人　　 366千円

34,334千円
5

保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図ることで、安心し
て子育てを行える環境を整える
ことができた。

幼稚園第２子以降保育料助成
私立　315人　15,882千円
国立　　5人　　 183千円
【平成３０年度実績に基づく】

16,065千円 こども園運
営課

114 Ⅲ 3 (1)
低所得世帯における保育施
設等の利用者負担額の軽減
【再掲】

生活保護世帯、非課税世帯などの低
所得世帯が保育施設等を利用する際
の利用者負担額を軽減する。
年収約３６０万円未満のひとり親世
帯等の利用者負担額を軽減する。

市単独
延べ人数　13,137人
延べ減免額　14,331千円
【平成２９年実績に基づく】

0円
延べ人数　12,186人
延べ減免額　13,077千円

0円 5

保護者の子育てに係る経済的負
担の軽減を図ることで、安心し
て子育てを行える環境を整える
ことができた。

延べ人数　6,093人
延べ減免額　6,538千円
【平成３０年実績に基づく】

0円
こども園運

営課

115 Ⅲ 3 (1)
要保護及び準要保護児童生
徒就学援助事業【再掲】

経済的理由によって、小・中学校に
就学することが困難な児童生徒の保
護者に対して、就学に必要な経費の
援助を行い、経済的負担の軽減を図
る。

国庫補助
市単独

学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用
品費等
修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、
PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費
（中学生のみ）
対象者
　・小学校　２，８０８人　220,813千円
　・中学校　１，７３６人　220,628千円

441,441千円

学用品・通学用品費、新入学児
童生徒学用品費等
修学旅行費、校外活動費、通学
費
学校給食費、医療費、集団宿泊
学習費、PTA会費
クラブ活動費（中学生のみ）、
生徒会費（中学生のみ）
対象者
　・小学校　２，８６８人
224,115,180円
　・中学校　１，７６１人
213,819,585円

437,935千円 5
就学に必要な経費の援助を行
い、経済的負担の軽減が図られ
た。

学用品・通学用品費、新入学児童生徒学用品
費等
修学旅行費、校外活動費、通学費
学校給食費、医療費、集団宿泊学習費、PTA
会費
クラブ活動費（中学生のみ）、生徒会費（中
学生のみ）
対象者
　・小学校　２，９０３人
　　　　　　220,161千円
　・中学校　１，７９０人
　　　　　　225,492千円

445,653千円 学校教育課

116 Ⅲ 3 (1) 副読本支給事業【再掲】
学校教育における補助教材としての
副読本を支給し、保護者負担の軽減
と教育効果の向上に努める。

市単独

副読本支給
小学校　５種　５４，７８１冊
　　　　　　　　２２，１６８千円
中学校　１種　１１，３５８冊
　　　　　　　　　６，５４３千円

28,711千円

副読本支給
小学校　５種　５４，２０７冊
　　　　　　　　21,943千円
中学校　１種　１１，３７７冊
　　　　　　　　　6,390千円

28,333千円 5

保護者の経済的負担を軽減する
こと、及び児童生徒への教育効
果の向上のために実施には意義
があったといえる。

副読本支給
小学校　４種　１９，５２８冊
　　　　　　　　7,609千円

7,609千円 学校教育課

117 Ⅲ 3 (1)
高等学校等入学準備金貸付
事業【再掲】

高等学校等に入学を希望する者の保
護者で入学準備金の調達が困難な者
に対し、入学準備金を貸し付ける。

市単独

・入学準備金貸付　３，５００千円
　　国公立 １０人×１００千円
　　私立　　１０人×２５０千円

3,500千円

・入学準備金貸付　３，２５０
千円
　　国公立　５人×１００千円
　　私立　１１人×２５０千円
　

3,250千円 5
入学準備金の貸付により進学に
かかる経済的負担の軽減を図る
ことができた。

・入学準備金貸付　３，３００千円
　　国公立 ８人×１００千円
　　私立　　１０人×２５０千円

3,300千円 学校教育課

118 Ⅲ 3 (1) 奨学金支給事業【再掲】

成績優秀かつ向上心おう盛な生徒で
あって、家庭の経済的理由のため高
等学校等への修学が困難な者に対し
て、奨学金を支給する。

市単独
・奨学金支給　２３，５４４千円　奨学生
２１８人　月額９，０００円

23,544千円
・奨学金支給　２４，２４６千
円　奨学生２３０人　月額９，
０００円

24,246千円 5

成績要件を厳しくしたことによ
り支給人員は減少したが、学校
やホームページ、広報などから
制度の周知を行った。
奨学金の支給により進学にかか
る経済的負担の軽減を図ること
ができた。

・奨学金支給　２３，７６０千円　奨学生２
２０人　月額９，０００円

23,760千円 学校教育課

119 Ⅲ 3 (1)
大学等教育資金融資制度利
用者利子補給事業【再掲】

大学等へ進学した者の保護者が入学
資金として借りた教育ローンの利子
補給を行い、経済的負担を軽減す
る。

市単独
・教育資金の利子補給　１０５千円　６人
（限度額２万円）

105千円
・教育資金の利子補給　１０７
千円　７人（限度額２万円）

107千円 5
進学にかかる経済的負担の軽減
を図ることができた。

・教育資金の利子補給　１８３千円　１０人
（限度額２万円）

183千円 学校教育課

120 Ⅲ 3 (2)
子どもの養育に関する手引
きの配布

法務局から配布依頼のあった「子ど
もの養育に関する合意書作成の手引
きとＱ＆Ａ」等を未成年の子どもが
いる離婚届を提出した届出人に配付
する。

-

　法務局から配布依頼のあった「子どもの
養育に関する合意書作成の手引きとQ＆A」
等を未成年の子どもがいる離婚届を提出し
た届出人に配布する。

０円

　民法では、協議離婚の際に、
子どもの監護者（親権者）だけ
でなく、「面会交流」や「養育
費の分担」についても定めるこ
ととされ、その取り決めには、
子の利益を最優先に考慮しなけ
ればならないことを広く理解し
ていただいた。

０円 5

　子どもが健やかに成長してい
けるようにするためには、離婚
するときにあらかじめ親として
「養育費」と「面会交流」を話
し合うことが重要であることを
啓発することができた。

　法務局から配布依頼のあった「子どもの養
育に関する合意書作成の手引きとQ＆A」等を
未成年の子どもがいる離婚届を提出した届出
人に配布する。

０円 市民課

121 Ⅲ 3 (2) 無料法律相談などの案内

母子・父子自立支援員による相談業
務において、養育費や面会交流など
の離婚問題に関して専門的な助言が
必要な場合には、市民相談コーナー
における弁護士法律相談、男女共同
参画センターが実施する女性のため
の法律相談、法テラス香川が実施す
る無料法律相談等を案内する。

No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる - No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる
こども家庭

課

122 Ⅲ 3 (2)
母子福祉資金等の貸付【再
掲】

ひとり親家庭等の経済的自立の助
成、児童の福祉の増進のため、資金
の貸付を行う（離婚相手に対し養育
費を請求する裁判費用）。

市単独

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的
自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せ
てその扶養している児童（子）の福祉の向
上を図るため、各種資金の貸付けを行う。

41,322千円
母子福祉資金42件26,136千円
父子福祉資金 0件
寡婦福祉資金 2件 1,040千円

27,176千円 5

修学資金、修業資金、就学支度
資金等各種貸付貸付を行い、子
の福祉向上やひとり親家庭の自
立に寄与した。

ひとり親家庭の母や父などに対し、経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてそ
の扶養している児童（子）の福祉の向上を図
るため、各種資金の貸付けを行う。

32,933千円
こども家庭

課
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高松市子どもの貧困対策推進計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）推進状況

事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

123 Ⅳ 1 (1)
子どもの貧困対策コーディ
ネート事業

貧困の状況にある子どもやその親た
ちが、周囲から孤立することなく適
切な支援を受けられる環境づくりを
進めるため、専門的な知識や経験を
有するコーディネートを配置し、ワ
ンストップで相談に応じることがで
きる体制を整備するとともに、関係
機関・団体等のネットワークを構築
し、コーディネート力を高める研修
を実施するなど連携の強化を図る。

国庫補助

①子どもの貧困対策コーディネーターの配
置（１名）

②研修会、勉強会の開催
　
③周知啓発リーフレットの作成
　　　　　　　（7,750部）

197千円

①子どもの貧困対策コーディ
ネーターの配置　１名配置
②研修会（講演会）１回開催
　　　　　　　　　 87人参加
  勉強会　　　　　１回開催
                   29人参加
③周知啓発リーフレット
　　　　　　　　　 7,000部作
成

84千円 4

専門のコーディネーターを1名配
置し、ワンストップの相談体制
が整備された。また、関係機関
等へ当該事業を周知するため、
リーフレットの配布や各種会合
で説明を行い、連携による関係
機関相互の情報共有とネット
ワークの構築の重要性について
は、一定の理解が得られた。
コーディネーターによる相談
は、僅少であったため、関係機
関等への事業の周知や運営等に
ついて課題があった。

①子どもの貧困対策コーディネーターの配置
（１名）
②ネットワークの設置
③全体会（講演会等）の開催
④コーディネーター養成・育成研修会の開催
⑤勉強会の開催

130千円

健康福祉総
務課地域共
生社会推進
室

124 Ⅳ 1 (1) 女性相談事業【再掲】

女性相談員による生活、家庭等女性
の抱える悩みごとの相談のほか、離
婚問題や配偶者からの暴力（DV）に
関する相談について、助言を行うと
ともに、関係機関と連携して、必要
に応じて被害者の保護や支援を実施
する。

国庫補助

女性相談員による生活・家庭等女性の抱え
る問題や悩みごと相談のほか、配偶者等か
らの暴力に関する相談について必要な指導
を行うとともに、香川県子ども女性相談セ
ンター（配偶者暴力相談支援センター）等
関係機関と連携して、被害者の保護や支援
を実施する。

8,660千円

配偶者等からの暴力をはじめと
する問題・悩みを抱える女性に
対して、事業に即した情報提供
を行うことや、必要性・緊急性
に応じて、関係機関と連携しつ
つ適切な保護を実施する等の支
援を行った。
平成３０年度　相談延べ件数：
3,435件（実人員649人）
うちＤＶ被害相談件数1,146件
（実人員255人）

8,693千円
5

女性相談員3人を配置し、相談事
業の充実に努めている。相談件
数は年々増加傾向にあり、地域
における子育て機能の充実に向
け、効果のある事業である。

女性相談員による生活・家庭等女性の抱える
問題や悩みごと相談のほか、配偶者等からの
暴力に関する相談について必要な指導を行う
とともに、香川県子ども女性相談センター
（配偶者暴力相談支援センター）等関係機関
と連携して、被害者の保護や支援を実施す
る。

8,756千円 こども女性
相談課

125 Ⅳ 1 (1) 利用者支援事業

身近な場所で情報提供を行い、必要
に応じて相談や助言を行い、関係機
関との連絡調整を行うことで、施設
紹介やサービス提供につなげる。

国・県補
助

身近な場所で情報提供を行い、必要に応じ
て相談や助言を行い、関係機関との連絡調
整を行うことで、施設紹介やサービス提供
につなげる。

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
　子育て支援課 （7,113千円×3拠点）
   ・子育てネットひまわり
　 ・にしおか医院地域子育て支援セン
ター
　 ・わはは・ひろば高松
　こども園運営課 （7,113千円×１拠点）
　 ・春日こども園地域子育て支援セン
ター
（土日、祝日を除く9:00～17:00）

7,113千円
（こども園総務課）

21,339千円

地域子育て支援拠点事業実施団
体へ委託
１か所
7,200千円
（こども園総務課）

　子育て支援課 （7,200千円×3
拠点）
   ・子育てネットひまわり
　 ・にしおか医院地域子育て支
援センター
　 ・わはは・ひろば高松
　
各拠点において利用者からの相
談に応じて情報提供や関連機関
との連絡調整を行った。（土
日、祝日を除く9:00～17:00）
（子育て支援課）

7,200千円（こども園総務
課）

21,600千円
（子育て支援課）

5

育児相談や連絡支援などの事業
をしており、必要な施設紹介や
サービス提供につながってい
る。

利用者数が年々増加しており、
ニーズが高い事業である。

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
１か所
7,200千円
（こども園総務課）

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
　子育て支援課 （7,200千円×3拠点）
   ・子育てネットひまわり
　 ・にしおか医院地域子育て支援センター
　 ・わはは・ひろば高松
　
各拠点において利用者からの相談に応じて情
報提供や関連機関との連絡調整を行う。（土
日、祝日を除く9:00～17:00）（子育て支援
課）

7,200千円（こども園総務課）

21,600千円
（子育て支援課）

こども園総
務課

（こども
園）

子育て支援
課

（その他）

126 Ⅳ 1 (1) 関係機関との連携

学校や教育委員会は、様々な問題を
抱える児童生徒に、積極的に関わ
り、ケース会議等へ参加し、関係機
関との連携を図り、情報共有や問題
解決を行っている。また、保育所、
こども園及び幼稚園から小学校、小
学校から中学校に情報を連携し、子
どもの成長を切れ目なく支えてい
る。

各小中学校や関係機関からの要請を受けて
ケース会に参加し、問題解決に向けた助言
を行う。

0千円

各小中学校や関係機関からの要
請により可能な限りケース会に
参加して、情報共有に努め、問
題解決に向けた助言を行った。

0千円 4

様々な問題のある児童生徒につ
いてはケース会を通して情報共
有に努めることで、継続的にそ
の対応策を学校と協議すること
ができた。

各小中学校や関係機関からの要請を受けて
ケース会に参加し、問題解決に向けた助言を
行う。

0千円 学校教育課

127 Ⅳ 1 (2) 広報事業

市が実施している子どもの貧困対策
の推進に資する施策や事業等の情報
について、ホームページや広報たか
まつ、メルマガ、Ｌｉｎｅなど各種
広報媒体を通じて提供を行う。

市単独

【広報紙等】
広報たかまつの発行を始めとし、ホーム
ページやケーブルテレビ市政情報番組等の
各種媒体を活用し、子どもの貧困対策に資
する施策や事業等の情報発信を行う。【Ｌ
ＩＮＥ】
ＬＩＮＥの友だち登録者に、介護情報や検
診、子育て情報など、本市の健康福祉に関
する様々な情報を、毎月２回、ＬＩＮＥ
トークで配信するほか、各課が分野ごとの
情報をタイムラインでも随時配信を行う。
１　トーク投稿予定回数　26回
２　タイムライン投稿記事想定数　170件

【広報紙】
108,125千円

【ＬＩＮＥ】
0円

【広報紙】
支援を必要とする世帯に適切な
支援が届くよう、広報たかまつ
において子どもの貧困対策に資
する施策や事業等の掲載を行っ
た。
【ＬＩＮＥ】
１　ＬＩＮＥトーク投稿回数
27回

２　タイムライン投稿記事数
193件

【広報紙】
87,696千円

【ＬＩＮＥ】
0円

5

【広報紙等】
広報紙を主とした情報発信と
なっていることから、関係課と
連携し、発信する情報に適した
広報媒体を活用するなど、更な
る情報発信の強化に努める必要
がある。
【ＬＩＮＥ】
計画を上回る投稿を行ってお
り、普段得られにくい健康福祉
に関する情報を、手軽に受信し
てもらうことで、地域福祉の推
進に寄与した。

【広報紙】
広報たかまつの発行を始めとし、ホームペー
ジやケーブルテレビ市政情報番組等の各種媒
体を活用し、関係課と連携しながら、子ども
の貧困対策に資する施策や事業等の情報発信
を行う。
【ＬＩＮＥ】
ＬＩＮＥの友だち登録者に、介護情報や検
診、子育て情報など、本市の健康福祉に関す
る様々な情報を、毎月２回、ＬＩＮＥトーク
で配信するほか、各課が分野ごとの情報をタ
イムラインでも随時配信を行う。

【広報紙】
102,355千円

【ＬＩＮＥ】
0円

広聴広報課
健康福祉総

務課

128 Ⅳ 1 (2)
「子育てハンドブックたか
まつらっこ」の配布等

子育てに役立つ情報などをまとめた
「子育てハンドブックたかまつ らっ
こ」の配布に加え、専用ウェブサイ
ト「たかまつ子育て情報サイトらっ
こネット」による情報発信を行う。

市単独

子育て支援総合情報発信事業（委託料
3,800千円※ひとり親家庭向け情報誌及び
ウェブサイトの運営等の業務を含む。）
・子育てハンドブック「たかまつらっこ」
の情報管理及び増刷（5,000部）
・子育て支援総合情報サイト「らっこネッ
ト」の運営
 

3,800千円
※ひとり親向け関係業務

分含む。

子育て支援総合情報発信事業
（委託料3,800千円※ひとり親家
庭向け情報誌及びウェブサイト
の運営等の業務を含む。）
・子育てハンドブック「たかま
つらっこ」の情報管理及び増刷
（5,000部）
・子育て支援総合情報サイト
「らっこネット」の運営
 

3,800千円 5

昨年と同様、子育てハンドブッ
ク等の作成、情報サイトの運営
を行うことにより、子育て親子
への情報発信が図られた。

子育て支援総合情報発信事業（委託料3,836
千円※ひとり親家庭向け情報誌及びウェブサ
イトの運営等の業務を含む。）
・子育てハンドブック「たかまつらっこ」の
情報管理及び増刷（4,700部）
・子育て支援総合情報サイト「らっこネッ
ト」の運営
 

3,836千円
子育て支援

課

129 Ⅳ 1 (2)
「たかまつひとり親家庭サ
ポートブック」の配布等

ひとり親家庭に役立つ情報などをま
とめた「たかまつひとり親家庭サ
ポートブック」の配布に加え、専用
ウェブサイト「たかまつひとり親家
庭サポートネット」による情報発信
を行う。

No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる - No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる
こども家庭

課

130 Ⅳ 2 (1)
相談事業（女性のための法
律相談）

男女共同参画センターにおいて、女
性弁護士による女性のための法律相
談を実施している。（年６回）

市単独
女性弁護士による女性のための法律相談を
６回実施する。

80千円
女性弁護士による女性のための
法律相談を６回実施した。

80千円 5
計画通り、６回の法律相談を実
施できた。

女性弁護士による女性のための法律相談を６
回実施する。

80千円

男女共同参
画

・協働推進
課

131 Ⅳ 2 (1)
相談事業（女性こころの相
談）【再掲】

男女共同参画センターにおいて、面
談又は電話により、相談を受けてお
り、相談内容に応じては、警察や法
務関係など適切な機関を紹介してい
る。

市単独
面接又は電話による相談。
開館日の10:00～17:00予約制で１回５０
分。

指定管理料に含む 利用件数　５４４人 指定管理料に含む 5

平成29年度の利用者数は４４８
人で平成30年度においては利用
者数が増加した。
適切な機関を紹介することがで
きた。

面接・電話/１回50分の予約制
開館日の10:00～17:00

指定管理料に含む

男女共同参
画

・協働推進
課

132 Ⅳ 2 (1)
相談事業（女性のための就
労相談）【再掲】

男女共同参画センターにおいて、女
性の継続就業や再就職に向けた相
談・支援を実施している。

市単独
毎週月・水・金の10:00～17:00で専門相談
員による相談。 2,000千円 利用件数　２０１人 2,000千円 5

平成30年度の利用者数は160人で
あった。広報、周知により利用
者数が増加し、就労支援ができ
た。

毎週月・水・金の10:00～17:00相談受付。 2,500千円

男女共同参
画

・協働推進
課
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高松市子どもの貧困対策推進計画（計画期間：平成３０年度～令和４年度）推進状況

事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

133 Ⅳ 2 (1) ふれあいのまちづくり事業

地域住民の抱える各種問題につい
て、広く相談に応じ、専門機関への
紹介などを実施する高松市社会福祉
協議会の事業に対し、補助してい
る。

市単独

１　誰でも気軽に何でも相談できる相談体
制の推進
　・ふれあい相談センターの運営（相談件
数：220件）
　　【本所】
　　　毎週月・金曜日の一般相談、毎週水
曜日の介護福祉相談、毎週木曜日の行政相
談、月２回の弁護士相談、年３回の総合相
談
　　【塩江、牟礼、庵治、香川、香南、国
分寺支所】
　　　月１回の一般相談

２　広報紙の発行など啓発普及事業の推進
　・地域福祉活動推進のための啓発普及活
動
　　社協広報紙「福祉だより」を年２回発
行

806千円

１　誰でも気軽に何でも相談で
きる相談体制の推進
　・ふれあい相談センターの運
営（相談件数：283件）
　　一般相談　75件
　　介護福祉相談　4件
　　行政相談　27件
　　弁護士相談　105件
　　総合相談　72件

２　広報紙の発行など啓発普及
事業の推進
　・地域福祉活動推進のための
啓発普及活動
　　社協広報紙「福祉だより」
の発行
　　　年２回　各12,000部

806千円 5

平成３０年度の相談件数は、計
画値を大きく上回っており、広
く市民の相談に応じるなど、地
域福祉活動の充実に寄与した。

１　誰でも気軽に何でも相談できる相談体制
の推進
　・ふれあい相談センターの運営（相談件
数：220件）
　　【本所】
　　　毎週月・金曜日の一般相談、毎週水曜
日の介護福祉相談、毎週木曜日の行政相談、
月２回の弁護士相談、年３回の総合相談
　　【塩江、牟礼、庵治、香川、香南、国分
寺支所】
　　　月１回の一般相談

２　広報紙の発行など啓発普及事業の推進
　・地域福祉活動推進のための啓発普及活動
　　社協広報紙「福祉だより」を年２回発行

806千円
健康福祉総

務課

134 Ⅳ 2 (1) 自立相談支援事業【再掲】

生活保護には至らない生活困窮者の
相談に応じ、個々の状況に応じて支
援プランを作成し、就労支援を含め
自立に向けた包括的かつ継続的な支
援を実施する。

国庫補助

生活保護には至らない生活困窮者の相談に
応じ、個々の状況に応じて支援プランを作
成し、就労支援を含め自立に向けた包括的
かつ継続的な支援を実施する。

20,786千円

自立相談支援センターたかまつ
（高松市社会福祉協議会）への
委託
相談受付件数６０６件
プラン策定件数　９３件

20,786千円 3

生活困窮者の様々な相談に応じ
て支援プランを作成している。
相談内容によっては支援プラン
を作成せずに情報提供のみを行
うケース、他制度や他機関につ
なぐケースがあり、近年はそれ
が多数を占めているため。相談
受付件数としては増加傾向にあ
るが、支援プランの作成目標率
を５０％とすること自体に無理
がある。

生活保護には至らない生活困窮者の相談に応
じ、個々の状況に応じて支援プランを作成
し、就労支援を含め自立に向けた包括的かつ
継続的な支援を実施する。

20,662千円 生活福祉課

135 Ⅳ 2 (1) 児童家庭相談事業
子どもや家庭に関する様々な悩みや
問題等に対して、家庭相談員が、相
談援助を行う。

市単独

児童福祉法に基づき、市が行う児童家庭相
談業務として子ども家庭支援員及び家庭相
談員を配置し、児童の養育や家庭の問題等
に関する相談対応を行います。また、要保
護児童等に対して、児童相談所、主任児童
委員、児童委員、その他地域における団体
等と連携し相談援助を行う。

9,830千円

　社会問題となっている児童虐
待の増加を防ぎ、減少させるた
めに、養育に不安のある保護者
に対し、家庭訪問や電話対応な
ど、問題解決に向けて積極的に
活動できた。
　家庭相談員　 1人  　子ども
家庭支援員　2人
　相談日時　月曜日～金曜日
９時～17時
　延べ相談対応件数　8,745件

8,999千円
5

児童虐待や支援の必要な家庭に
対し、必要な支援を行うことが
できた。

児童福祉法に基づき、市が行う児童家庭相談
業務として子ども家庭支援員及び家庭相談員
を配置し、児童の養育や家庭の問題等に関す
る相談対応を行います。また、要保護児童等
に対して、児童相談所、主任児童委員、児童
委員、その他地域における団体等と連携し相
談援助を行う。

11,966千円 こども女性
相談課

136 Ⅳ 2 (1) 子ども家庭総合支援拠点

子ども家庭総合支援拠点を設置する
ことにより、支援体制の強化を図
り、支援の必要な家庭に対して、関
係機関と連携を図りながら、状況の
改善につなげていく。

国庫補助

・支援体制
　子ども家庭支援員（児童家庭相談事業、
子育て相談事業）
　虐待対応専門員（要保護児童対策事業）
　心理担当支援員（正規職員）
　を配置。

※この事業は、児童家庭
相談事業及び要保護児童
対策事業、子育て相談事
業に加え、心理担当支援
員を正規職員で配属した
ことにより設置している
ことから、「子ども家庭
総合支援拠点」として事
業予算を算出することは
難しい。

・支援体制
　子ども家庭支援員（児童家庭
相談事業、子育て相談事業）
　虐待対応専門員（要保護児童
対策事業）
　心理担当支援員（正規職員）
　を配置。

※この事業は、児童家庭
相談事業及び要保護児童
対策事業、子育て相談事
業に加え、心理担当支援
員を正規職員で配属した
ことにより設置している
ことから、「子ども家庭
総合支援拠点」として事
業予算を算出することは
難しい。

5

子ども家庭総合支援拠点を設置
することにより、支援体制の強
化を図り、支援の必要な家庭に
対して、関係機関と連携を図り
ながら、状況の改善につなげて
いくことができた。

・支援体制
　子ども家庭支援員（児童家庭相談事業、子
育て相談事業）
　虐待対応専門員（要保護児童対策事業）
　心理担当支援員（正規職員）
　を配置。

※この事業は、児童家庭相談事
業及び要保護児童対策事業、子
育て相談事業に加え、心理担当
支援員を正規職員で配属したこ
とにより設置していることか
ら、「子ども家庭総合支援拠
点」として事業予算を算出する
ことは難しい。

こども女性
相談課

137 Ⅳ 2 (1) 女性相談事業【再掲】

女性相談員による生活、家庭等女性
の抱える悩みごとの相談のほか、離
婚問題や配偶者からの暴力（DV）に
関する相談について、助言を行うと
ともに、関係機関と連携して、必要
に応じて被害者の保護や支援を実施
する。

国庫補助

女性相談員による生活・家庭等女性の抱え
る問題や悩みごと相談のほか、配偶者等か
らの暴力に関する相談について必要な指導
を行うとともに、香川県子ども女性相談セ
ンター（配偶者暴力相談支援センター）等
関係機関と連携して、被害者の保護や支援
を実施する。

8,660千円

配偶者等からの暴力をはじめと
する問題・悩みを抱える女性に
対して、事業に即した情報提供
を行うことや、必要性・緊急性
に応じて、関係機関と連携しつ
つ適切な保護を実施する等の支
援を行った。
平成３０年度　相談延べ件数：
3,435件（実人員649人）
うちＤＶ被害相談件数1,146件
（実人員255人）

8,693千円
5

女性相談員3人を配置し、相談事
業の充実に努めている。相談件
数は年々増加傾向にあり、地域
における子育て機能の充実に向
け、効果のある事業である。

女性相談員による生活・家庭等女性の抱える
問題や悩みごと相談のほか、配偶者等からの
暴力に関する相談について必要な指導を行う
とともに、香川県子ども女性相談センター
（配偶者暴力相談支援センター）等関係機関
と連携して、被害者の保護や支援を実施す
る。

8,756千円 こども女性
相談課

138 Ⅳ 2 (1)
子どもの貧困対策コーディ
ネート事業【再掲】

貧困の状況にある子どもやその親た
ちが、周囲から孤立することなく適
切な支援を受けられる環境づくりを
進めるため、専門的な知識や経験を
有するコーディネートを配置し、ワ
ンストップで相談に応じることがで
きる体制を整備するとともに、関係
機関・団体等のネットワークを構築
し、コーディネート力を高める研修
を実施するなど連携の強化を図る。

国庫補助

①子どもの貧困対策コーディネーターの配
置（１名）

②研修会、勉強会の開催
　
③周知啓発リーフレットの作成
　　　　　　　（7,750部）

197千円

①子どもの貧困対策コーディ
ネーターの配置　１名配置
②研修会（講演会）１回開催
　　　　　　　　　 87人参加
  勉強会　　　　　１回開催
                   29人参加
③周知啓発リーフレット
　　　　　　　　　 7,000部作
成

84千円 4

専門のコーディネーターを1名配
置し、ワンストップの相談体制
が整備された。また、関係機関
等へ当該事業を周知するため、
リーフレットの配布や各種会合
で説明を行い、連携による関係
機関相互の情報共有とネット
ワークの構築の重要性について
は、一定の理解が得られた。
コーディネーターによる相談
は、僅少であったため、関係機
関等への事業の周知や運営等に
ついて課題があった。

①子どもの貧困対策コーディネーターの配置
（１名）
②ネットワークの設置
③全体会（講演会等）の開催
④コーディネーター養成・育成研修会の開催
⑤勉強会の開催

130千円
こども女性

相談課

139 Ⅳ 2 (1)
母子・父子自立支援員等に
よる支援【再掲】

ひとり親家庭等の経済的自立や生活
の安定のため、母子・父子自立支援
員等による情報提供や相談業務を行
う。

市単独
国庫補助

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対
し、自立に向けて母子・父子自立支援員等
が相談・助言・他機関の紹介等を行う。
平日相談を行うことが難しい方対象に、瓦
町ＦＬＡＧにおいて、日曜出張相談を実施
する。
ひとり親家庭に役立つ情報などをまとめた
「たかまつひとり親家庭サポートブック」
を配布する。
国庫補助対象・サポートブック作成等

12,127千円
自立支援相談件数1,671件
サポートブック3,000冊配布
日曜出張相談件数9件

11,536千円 5

ひとり親家庭等からの様々な相
談に対し、自立に向けた必要な
情報提供や助言をし、必要な場
合には他機関とも連携し、支援
を行った。

ひとり親家庭等が抱える様々な問題に対し、
自立に向けて母子・父子自立支援員等が相
談・助言・他機関の紹介等を行う。
平日相談を行うことが難しい方対象に、瓦町
ＦＬＡＧにおいて、日曜出張相談を実施す
る。
ひとり親家庭に役立つ情報などをまとめた
「たかまつひとり親家庭サポートブック」を
配布する。
国庫補助対象・サポートブック作成等

12,071千円
こども家庭

課

140 Ⅳ 2 (1)
無料法律相談などの案内
【再掲】

母子・父子自立支援員による相談業
務において、養育費や面会交流など
の離婚問題に関して専門的な助言が
必要な場合には、市民相談コーナー
における弁護士法律相談、男女共同
参画センターが実施する女性のため
の法律相談、法テラス香川が実施す
る無料法律相談等を案内する。

No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる - No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる
こども家庭

課
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事業内容（計画） 事業費予算額 事業内容（実績） 事業費決算額
評
価

評価の理由 事業内容（計画） 事業費予算額
担当課通し

番号 事業名 事業内容
令和元年度

事業種類
平成３０年度

施策体系

141 Ⅳ 2 (1)
ひとり親家庭等日曜出張相
談

仕事等の都合で平日来庁できないひ
とり親家庭等を対象に、毎月最終日
曜日、瓦町ＦＬＡＧにおいて、生
活、就労、養育費、子育て、離婚に
関する相談を行う。

No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる - No41に含まれる No41に含まれる No41に含まれる
こども家庭

課

142 Ⅳ 2 (1) 利用者支援事業【再掲】

身近な場所で情報提供を行い、必要
に応じて相談や助言を行い、関係機
関との連絡調整を行うことで、施設
紹介やサービス提供につなげる。

国・県補
助

身近な場所で情報提供を行い、必要に応じ
て相談や助言を行い、関係機関との連絡調
整を行うことで、施設紹介やサービス提供
につなげる。

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
　子育て支援課 （7,113千円×3拠点）
   ・子育てネットひまわり
　 ・にしおか医院地域子育て支援セン
ター
　 ・わはは・ひろば高松
　こども園運営課 （7,113千円×１拠点）
　 ・春日こども園地域子育て支援セン
ター
（土日、祝日を除く9:00～17:00）

7,113千円
（こども園総務課）

21,339千円

地域子育て支援拠点事業実施団
体へ委託
１か所
7,200千円
（こども園総務課）

　子育て支援課 （7,200千円×3
拠点）
   ・子育てネットひまわり
　 ・にしおか医院地域子育て支
援センター
　 ・わはは・ひろば高松
　
各拠点において利用者からの相
談に応じて情報提供や関連機関
との連絡調整を行った。（土
日、祝日を除く9:00～17:00）
（子育て支援課）

7,200千円（こども園総務
課）

21,600千円
（子育て支援課）

5

育児相談や連絡支援などの事業
をしており、必要な施設紹介や
サービス提供につながってい
る。

利用者数が年々増加しており、
ニーズが高い事業である。

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
１か所
7,200千円
（こども園総務課）

地域子育て支援拠点事業実施団体へ委託
　子育て支援課 （7,200千円×3拠点）
   ・子育てネットひまわり
　 ・にしおか医院地域子育て支援センター
　 ・わはは・ひろば高松
　
各拠点において利用者からの相談に応じて情
報提供や関連機関との連絡調整を行う。（土
日、祝日を除く9:00～17:00）（子育て支援
課）

7,200千円（こども園総務課）

21,600千円
（子育て支援課）

こども園総
務課

（保育園）
子育て支援

課
（その他）

143 Ⅳ 2 (1)
子育て世代包括支援セン
ターの設置【再掲】

子育て世代包括支援センターを設置
し、妊娠・出産・子育てを切れ目な
く支援するため、ワンストップサー
ビスを提供する。

国庫補助
県補助

子育て世代包括支援センターを設置し、妊
娠・出産・子育てを切れ目なく支援するた
め、ワンストップサービスを提供する。
子育て世代包括支援ネットワーク会議（全
体会２回、エリア会４回）

7,328千円

子育て世代包括支援センターを
設置し、妊娠・出産・子育てを
切れ目なく支援するため、ワン
ストップサービスを提供した。
子育て世代包括支援ネットワー
ク会議（全体会２回、エリア会
４回）

10,061千円 4

保健センターと保健ステーショ
ンに母子保健コーディネーター
を配置し、専門職である母子保
健コーディネーターが相談支援
等を実施することができた。特
に、妊娠届出時に面接を行い、
支援が必要な妊婦に早期に支援
を行えた。さらに、子育て世代
の支援に関わる関係機関等にお
いて「子育て世代包括支援ネッ
トワーク会議」やケース会議等
を開催し、母子保健や子育て支
援に関わる関係機関の連携強化
が図れた。

子育て世代包括支援センターを設置し、妊
娠・出産・子育てを切れ目なく支援するた
め、ワンストップサービスを提供する。
子育て世代包括支援ネットワーク会議（全体
会２回、エリア会４回）

649千円
保健セン
ター

144 Ⅳ 2 (1)
ハートアドバイザー配置事
業【再掲】

元教員やＰＴＡ活動及び児童生徒の
健全育成に関わってきた人材を小学
校に配置し、学習支援、生活支援、
教育相談等に当たり、暴力行為など
の問題行動等の未然防止と解消を図
る。

県補助
ハートアドバイザー４０名雇用小学校４０
校

42,841千円
ハートアドバイザー４０名雇用
小学校４０校

41,543千円 5
児童の不登校、いじめ、暴力行
為の未然防止や早期発見、的確
な対応を図ることができた。

ハートアドバイザー４０名雇用小学校４０校 41,997千円 学校教育課

145 Ⅳ 2 (1)
スクールソーシャルワー
カー配置事業【再掲】

社会福祉士等の資格又は、福祉と教
育の両面に関して専門的な知識・技
術を有するスクールソーシャルワー
カーを中学校に配置し、児童生徒が
置かれた様々な環境に働きかけた
り、関係機関等のネットワークを活
用したりして、問題解決を図る。

国庫補助

「スクールソーシャルワーカー」は社会福
祉士等の資格を持つ人材を中学校に一人ず
つ配置する。これにより、不登校、いじ
め、暴力行為などの問題行動等の未然防止
と解消を図る。
ＳＳＷ：１３人

60,628千円

「スクールソーシャルワー
カー」は社会福祉士等の資格を
持つ人材を中学校に一人ずつ配
置した。これにより、不登校、
いじめ、暴力行為などの問題行
動等の未然防止と解消を図っ
た。
ＳＳＷ：１３人

58,836千円 5

「スクールソーシャルワー
カー」の働きにより、児童生徒
の不登校、いじめ、暴力行為の
未然防止や早期発見、的確な対
応を図ることができた。

「スクールソーシャルワーカー」は社会福祉
士等の資格を持つ人材を中学校に一人ずつ配
置する。これにより、不登校、いじめ、暴力
行為などの問題行動等の未然防止と解消を図
る。
ＳＳＷ：１３人

60,712千円 学校教育課

146 Ⅳ 2 (1)
いじめ等対策事業（スクー
ルカウンセラー配置）【再
掲】

小・中学校におけるいじめ等の問題
行動に対応するため、児童生徒の臨
床心理に関して専門的な知識や経験
を有するスクールカウンセラーを配
置し、いじめ等の問題行動等の早期
発見・早期対応や未然防止に資する
とともに、校内の教育相談体制の充
実を図る。

県補助

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小
学校にスクールカウンセラーおよびスクー
ルカウンセラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分
の１を市が負担する。

4,451千円

１２学級以上（特別支援学級は
除く）の小学校にスクールカウ
ンセラーおよびスクールカウン
セラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出
し、その２分の１を市が負担す
る。

3,807千円 4

１２学級以上の小学校にスクー
ルカウンセラーおよびｽｸｰﾙｶｳﾝｾ
ﾗｰに準ずる者を配置すること
で、児童・生徒さらには保護者
や教員と幅広くカウンセリング
を実施することができた。

１２学級以上（特別支援学級は除く）の小学
校にスクールカウンセラーおよびスクールカ
ウンセラーに準ずる者を配置する。
事業に要する経費は県が支出し、その２分の
１を市が負担する。

4,462千円 学校教育課

147 Ⅳ 2 (1) 関係機関との連携【再掲】

学校や教育委員会は、様々な問題を
抱える児童生徒に、積極的に関わ
り、ケース会議等へ参加し、関係機
関との連携を図り、情報共有や問題
解決を行っている。
また、保育所、こども園及び幼稚園
から小学校、小学校から中学校に情
報を連携し、子どもの成長を切れ目
なく支えている。

各小中学校や関係機関からの要請を受けて
ケース会に参加し、問題解決に向けた助言
を行う。

0千円

各小中学校や関係機関からの要
請により可能な限りケース会に
参加して、情報共有に努め、問
題解決に向けた助言を行った。

0千円 4

様々な問題のある児童生徒につ
いてはケース会を通して情報共
有に努めることで、継続的にそ
の対応策を学校と協議すること
ができた。

各小中学校や関係機関からの要請を受けて
ケース会に参加し、問題解決に向けた助言を
行う。

0千円 学校教育課

148 Ⅳ 2 (1) 教育相談・就学指導対策

教育相談体制の充実を図り、不登校
の状態にある子どもや発達障がいの
ある子ども等に係る教育相談を実施
する。

市単独

就学前の保護者を対象に就学説明会、就学
等教育相談を実施し、小学校入学に向けた
相談を行う。
教育相談窓口を開設し、心理士、担当指導
主事等による不登校または特別支援教育に
係る相談を行う。

1,706千円
就学等教育相談・・・２７７組
教育相談・・・・・・２４３件

1,632千円 4

希望する保護者に対しては全員
に実施できた。心理士による教
育相談へのニーズが高く、予約
できるのが2か月待ちとなるケー
ズもあった。

就学前の保護者を対象に就学説明会、就学等
教育相談を実施し、小学校入学に向けた相談
を行う。
教育相談窓口を開設し、心理士、担当指導主
事等による不登校または特別支援教育に係る
相談を行う。

1,796千円
総合教育セ

ンター

149 Ⅳ 2 (1) 不登校対策事業

不登校児童生徒の自立を目指し、教
育支援センター「新塩屋町　虹の部
屋」、「みなみ」を通して、社会的
自立と登校支援に取り組む。

市単独
適応指導教室を2か所開設し、不登校児童
生徒を受け入れる。

103,732千円

新塩屋町　虹の部屋通室・・・
66名
香川町　みなみ・・・・・・・
14名

87,284千円 4

12月に定員に達し、両施設とも
待機となった。通室できている
中学3年生については全員進路が
確保できた。

香川町みなみを出作町に移転拡充し、教育支
援センターみなみとして開設する。新塩屋町
虹の部屋と合わせて、2か所の教育支援セン
ターで不登校児童生徒を受け入れる。

21,291千円
総合教育セ

ンター
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